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───────────────────────────────────────── 

午前１０時    開議 

○議長（久保 玄爾君） 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

───────────────────────────────────────── 

会議録署名議員の指名 

○議長（久保 玄爾君） 本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。１９番、伊藤議

員、２０番、松村議員、御両名にお願い申し上げます。 

───────────────────────────────────────── 

一般質問 

○議長（久保 玄爾君） 議事日程につきましては、お手元に配付しておりますとおり、

一般質問でございます。通告の順序に従い進行したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 なお、質問回数については、会議規則第６２条の準用規定に基づき、第５４条ただし書

きを適用し、制限しないことにいたしますので御了承お願いいたします。 

 これより質問に入ります。最初は２番、原田議員。 

〔２番 原田 洋介君 登壇〕 

○２番（原田 洋介君） おはようございます。会派息吹の原田でございます。元気いっ

ぱい２５歳も、いつのまにか３５歳になってしまいました。１０年前と比べると、体型も
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髪形も少々変わってしまいましたが、初心を忘れず頑張っていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、通告の順に従いまして質問いたします。 

 第１点目、中核都市形成ということについて質問させていただきます。 

 後期基本計画における「中核都市の形成」とは何なのかということについてお伺いいた

します。 

 「“元気”が織りなす大好きなふるさと防府～２１世紀にはばたく美しい中核都市を目

指して～」を基本目標とする第三次防府市総合計画の後期計画が、この３月に策定されま

した。この後期計画は、これから２０１０年度までの防府市のまちづくりの指針となって

くるわけでございますが、この基本目標には、先ほども申しましたように、「中核都市を

目指して」とあり、基本計画の中身につきましても、「中核都市づくりに向けた都市型産

業の育成」とあり、基本計画推進方策には、広域行政の推進という項に「中核都市の形

成」とあります。中核都市の形成、この中核都市が意図するところは一体何なのか。山口

市との合併による地方自治法第２５２条の２２第１項に定める法律上の中核市を目指すも

のなのか、お伺いいたします。 

 ２点目は合併についてでございます。 

 先ごろ行われました市長選挙において、松浦市長が三選を果たされました。この選挙の

争点は、合併の是非だとも言われ、合併反対を掲げられた現職の松浦市長が当選されたわ

けでございます。市町村合併は究極の行政改革であると言われております。市長も、選挙

前に行われました公開討論会でのお話などを聞いておりますと、その認識はお持ちである

と思っております。しかしながら、選挙後のマスコミのインタビュー、その他報道などで、

合併協議は終わったこと、任期中は合併しないということを明言されておりますが、この

件について質問させていただきます。 

 平成１７年３月までの期限であった旧合併特例法のもとで合併に至らなかった自治体の

合併を促す目的で、新たな合併特例法が制定されました。旧特例法は自治体の自主的な取

り組みを求めておりましたが、新特例法は都道府県が設置する合併推進審議会が策定する

構想が示す自治体の枠組みに基づき、合併協議会の設置勧告を可能にするなど、都道府県

の権限強化による合併の推進を打ち出しております。 

 この新特例法は、旧特例法と同じく５年間の時限立法で、その期限は平成２２年３月末

までとなっており、今後４年間の松浦市長の任期とちょうど重なるわけでございます。つ

まり、任期中は合併しないということは、新合併特例法の期限内には合併しないというこ

とになりますが、このことについて改めて市長のお考えをお聞かせいただければと思いま

─ 59 ─ 



すし、この４年間が過ぎれば合併はあり得るのかということについてもお伺いいたします。 

 次に、県に対する対応についてお伺いいたします。 

 先日、新しい合併特例法に基づき設置されました山口県市町合併推進審議会により、現

在２２ある県内の自治体を、将来的には９つの地域の合併が望ましいとする山口県市町合

併推進構想が発表されました。この構想によりますと、防府市は国の基本指針による中核

市を目指す組み合わせに分類され、新しい山口市、阿東町とともに３０万都市を形成すべ

きだということになっております。 

 この構想は、策定される過程において、県から各市町村に対し、「市町村行政の今後の

あり方及び市町村合併に」という調査がなされました。県のホームページ上でもこの調査

結果は公表されておりますが、この結果によりますと、防府市の県に対する回答は、合併

に対する基本的な考え方としては、「合併に取り組む必要がある」、合併の具体的な取り

組みについては、「新法の期限内に取り組む」となっております。合併推進構想は、要す

るに、この調査結果に基づいて策定されたわけですが、今後、防府市がこのまま単独市政

を継続していくということは、県に対する回答の中身とも、国・県の進める施策とも相反

することになるかと思います。このことにより、今後、国・県との関係が悪化し、各種事

業の遂行に支障を来すことになるのではないかと憂慮されている市民の方々もいらっしゃ

るわけですが、今後の県との関係についてどのようにされるのか、お伺いいたします。 

 大きな２点目といたしまして、公共施設におけるバリアフリーについてお伺いいたしま

す。 

 さきの国会におきまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、い

わゆる「新バリアフリー法」が制定され、半年以内に施行されることとなりました。この

法律は、建築物を対象にしたハートビル法と、公共交通の旅客施設などを対象とする交通

バリアフリー法を一体化したもので、駅周辺などで、公園や駐車場、道路なども含めてバ

リアフリーを一体的に進めることが目的となっております。 

 法律では、地方公共団体の責務として、国の施策に準じて、移動等円滑化を促進するた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされており、施設設置管理者、その

他高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する施設を設置し、また管理

するものは、移動等円滑化のための必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされ

ております。この市役所の庁舎、また各地域における出張所、公民館など、公共施設の設

置者は、この防府市にほかなりません。 

 先日、私は市内の公民館がどのような状況にあるのか、１人で見に行ってまいりました。

玄関の段差解消のためのスロープは各公民館とも設置してありましたが、そのスロープに
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手すりがついていたところは３カ所のみでございました。スロープにつきましても、実際

に高齢者の方が車いすを利用されると大変危険だと見受けられるような箇所もございまし

た。 

 防府市は、昭和５８年に福祉都市宣言をした福祉都市でもありますが、その実態はいか

がでしょうか。現在、市内の公共施設におけるバリアフリー対策の現状をどの程度把握な

さっているのか、執行部の見解をお伺いいたします。 

 質問の最後になりますが、市長の所信表明について、住民投票条例について質問させて

いただきます。 

 所信表明の中で、「住民投票条例を９月議会上程を目指し準備」との御発言がございま

した。９月議会となると、あともう２カ月しかございません。そういった限りあるスケジ

ュールの中で策定できるのかといういささかの疑問も生じてくるわけでございますが、住

民投票条例というものは、近年、多くの自治体で制定されている動きにあります。 

 そういった制定している他市の条例の事例などを見ても、まちづくりの基本原則、市民

参加の概念を明確化した、いわゆる自治基本条例と一体的に制度化なされているところが

多くございます。自治基本条例の先駆けとして知られる北海道ニセコ町のまちづくり条例

でも、条例と一体的に住民投票を制度化しておりますし、市民参加制度の先進地として知

られる箕面市におきましても、市民参加の基本的な指針を示す市民参加条例の中に、初め

て市民投票をうたっております。 

 近年、この自治基本条例を制定している自治体におきましては、自治基本条例の概念づ

くりから幅広い市民の方々に投げかけ、文字どおり市民参加で手づくりの条例制定を進め

られており、その中で住民投票などをどのように取り入れようかということも考えられて

おります。住民投票の中には、１８歳以上の市民の方々に投票権を与えている自治体もご

ざいます。永住外国人の方々にも投票権を与えている自治体もございます。 

 住民投票を制度化するに当たっては、慎重に協議しなければならないさまざまな問題が

あるかと思いますし、市民を交えた策定委員会などを経て、他市の事例などと同じように、

自治基本条例とともに市民参加制度として一体的につくり上げるべきものだと考えており

ます。 

 同じ所信表明の中で、市民参画について、市民公募委員を中心とした懇話会を立ち上げ、

市民参画の仕組みづくりについて検討したいというお話もございましたけれども、こうい

った懇話会に諮ってから住民投票が制度化されても十分ではないのかと思いますが、執行

部の御所見をお伺いいたします。 

 以上で壇上よりの質問を終わります。 
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○議長（久保 玄爾君） ２番、原田議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 私からは、中核都市の形成についてと所信表明についての御質

問にお答えいたします。 

 まず、最初の御質問のうち、後期基本計画における中核都市の形成についてでございま

すが、後期基本計画は、平成１２年度に策定した第三次防府市総合計画の基本構想に基づ

き策定したもので、この構想において、中核都市とは、県全体に波及効果を及ぼす高いレ

ベルの都市機能が集積し、行政、教育、文化、医療、情報などのさまざまな分野で県全体

の発展をリードしてゆく都市と定義しているところでございます。したがいまして、まず

は産業の集積や文化といった地域の特性を十分に活用した存在感のあるまちづくりに努め、

潤いと安らぎに満ちた生活が享受でき、コンパクトで安心・安全・快適で、防府らしいま

ちを構築することが中核都市の形成につながるものと考えております。 

 次に、任期中の合併はしないのかということについてでございますが、私は、県央合併

については情熱を持って取り組んでまいりました。所信表明でも申し上げましたが、防府

市として、名も捨て、家も捨て、まさに百歩譲る形で協議いたしてまいりましたが、さら

なる譲歩、すなわち１０年先に特定の場所に新庁舎を建設することを協議会で決定するこ

とは、到底市民の皆様の御理解を得ることができないものであり、このことを申し上げた

ところ、協議会は休止され、結果として、これまでどおりの単独市政を継続することにな

りました。県央部は、千載一遇のチャンスを逃したのであり、私はこの時点で県央合併は

区切りがついたものと考えておりましたし、このたびの選挙において、市民の皆様の御意

向は明確になったと確信しております。 

 一方、当時、合併協議の相手方でありました山口市におかれては、合併され、新市を発

足されてまだ日が浅く、どのような市政運営をなされているのか、またどのような財政状

況であるのかなど、はっきりとは見えてきておりません。本市といたしましては、これら

の状況を見きわめることも必要であると考えております。 

 したがいまして、今はそれぞれのまちづくりに取り組んでいる時期であり、お互いに落

ちついた状況になるには、まだ数年を要するのではないかと考えております。 

 また、合併はお互いが相手の立場に立って取り組むことが大切であり、その信頼関係と

姿勢が平等でなければ成り立つものではありません。今は、新たな合併協議は考えられな

いところでございます。 

 次に、県に対する対応についてでございますが、市町村の合併の特例等に関する法律第

５９条において、都道府県は当該都道府県における自主的な市町村の合併の推進に関する
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基本構想を定めるものとする。また、策定や改定に当たっては、市町村合併推進協議会の

意見を聞かなければならないと規定されています。 

 山口県におかれては、昨年、この基本構想を策定するため、山口県市町合併推進協議会

を設置され、４回の審議会を開催し、先日、構想案が発表されたところです。 

 この審議会の審議過程において、市・町への文書での調査や、審議会委員の方みずから

の首長への聞き取り調査などが実施されましたが、御質問の県への回答とは、昨年１２月、

その一環としてなされた「市町行政の今後のあり方及び市町合併についての調査」におい

て回答したものでございます。 

 その中では、まず市町合併の基本的な考え方についての設問がありました。その設問に

は、「ア、合併に取り組む必要がある」、「イ、合併に取り組む必要はない」、「ウ、そ

の他」との選択肢が用意されておりました。私は、スケールメリットのある合併を否定す

るものではございませんし、選択肢が事実上イエス・オア・ノーの二通りであったことか

ら、「ア、合併に取り組む必要がある」を選択したものです。 

 また、市町合併についてへの具体的な取り組みという設問では、「ア、緊急に取り組む

予定である」、「イ、合併新法の期間内には取り組む予定である」、「ウ、新法の期限内

では困難であるが、将来的には取り組む予定である」との選択肢が用意されていました。

これにつきましては、もし合併を考えるのであれば、行財政支援を考えることも必要との

思いから、「防府市は常にスケールメリットのある合併を追求していこうと考えています

が、現時点での予定は白紙です。しかし、合併に取り組むからには、新法による各種の行

財政支援も視野に入れる必要があるという思いからイを選択したものです」という理由を

明確に記入した上で、「イ、合併新法の期間内には取り組む予定である」と回答したもの

でございます。 

 さらに、今後のスケジュールを問われていましたので、「具体的なタイムスケジュール

を設定する段階にはありませんが、市民の理解を得られるプロセスを踏むことが肝要であ

ると考えています。すなわち、事務的な協議において、大方の主要課題をあらかじめ克服

した後に、アンケートなどにより市民の意向を把握し、その上で本格的な合併協議を進め

ていくといった住民自治の精神に基づいた手続が必要です」とも回答しています。 

 また、本年１月には審議会委員が来庁され、聞き取り調査がありましたが、その場にお

いても、「広域合併については、情熱を持ってこれまで取り組んできたが、単独市政でや

っていけないわけはない。もっとすばらしいまちをつくる上で、スケールメリットのある、

夢の持てるものが見えたときに合併ということになる。優先すべきは単独での発展と考え

ており、機運が出てくれば合併に向かうことにもなるだろうが、山口市はまだ合併直後で
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あり、落ちついた段階で話ができるには二、三年はかかると思う」と申し上げており、こ

れらの概要は県のホームページなどにも掲載されているところです。 

 また先日、山口県市町合併推進構想（案）が発表されましたが、構想案は構想案として

拝見させていただきました。 

 私は、先ほどから申し上げておりますように、合併につきましては、市民の皆様の御理

解を得ることが大前提であるということを基本的なスタンスとして、今はまず行政改革な

どを継続し、単独で発展できる足腰の強い自治体づくりに邁進し、防府市がみずからを高

めていくことが肝要であると考えております。 

 以上のような私の合併問題でのスタンスについて、市民の皆様の深い御理解と御期待が、

このたびの選挙でいただけたものと確信しております。 

 続きまして、所信表明に関して、住民投票条例の制定までのプロセスについて、市民参

加システムとして、自治基本条例などとともに一体的に制度化すべきとの御質問でごさい

ます。お答えいたします。 

 御承知のとおり、住民投票は、合併問題など市の将来にかかわるような市政運営におけ

る極めて重要な事項について、市民の皆様の意思を直接問う制度でございます。地方自治

を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、これに即した対応が求められている中、市

民の賛否を問うべき市の将来にかかわる案件が生じた場合、市政をあずかる者として、迅

速かつ的確に対応するため早期に制定するものです。そして、このことは、今回の市長選

挙において、住民投票条例の早期制定をお訴えし、御賛同をいただいているものでござい

ます。 

 また、「市民の参画と協働の推進」については、これからのまちづくりにかかわる最も

重要なものですので、その仕組みづくりに当たっては、市民の皆様の御意見をお聞きする

ことをはじめ、あらゆる観点から検討する必要があります。このため、市民公募の委員を

中心とした懇話会を設置し、市民参画のあり方や推進方法について広く御検討いただくこ

とにしております。この懇話会で議論される中で、自治基本条例が必要とのことになれば、

制定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 残余の御質問につきましては、助役より答弁いたさせます。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） ゆっくりと懇切丁寧な御説明をいただきまして、本当にありが

とうございました。 

 ちょっと何点か、いろいろとまた改めてお伺いしていきたいと思いますが、まず初めの

中核都市という意味について、今、御説明いただきましたけれども、ただ、今、防府市が
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新しい山口市、そして周南市というものに挟まれている状況の中で、今後、この山口県を

リードする中核都市となり得るのか、そしてまた今壇上でも市長の御答弁にもありました

けれども、小さくてもきらりと光るコンパクトシティーということをおっしゃっておられ

ますが、これと、その波及効果を及ぼす中核都市ということになると、若干ニュアンスが

違ってくるような感じもいたしますが、そのあたりについて御回答いただければと。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） ニュアンスが違うとおっしゃいましたけど、私の立場では、ニ

ュアンスは全く違わないと思っております。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） わかりました。 

 それでは、次に移りたいと思いますが、ちょうど任期中の合併の件でございますが、改

めて市長のお考えというものを今おっしゃっていただきましたけれども、再度御確認いた

しますけれども、合併をしないということは、市民の大勢の方、大半の方が、その合併を

よしと思わず、単独市政の道を歩まれることを支持されたということを市長自身は御認識

なさっているという考えでよろしいでしょうか。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） より詳しく申し上げますと、１２％以上投票率がアップしたこ

とは、これは市民の危機感が投票率をアップさせたと思っておりますし、私への票がこれ

また６０％を超えたことも、私への期待感のあらわれである、このように思っております

ので、これ以上の詳しい御説明はないかと思います。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） わかりました。ありがとうございます。 

 今、選挙の投票のことについてもございましたが、若干そのあたりのことについてもお

伺いさせていただきたいと思いますが、この選挙のころに、３月ごろからですか、市民の

間で、合併すると市民税が上がるんじゃないか、水道料金が上がるんじゃないかというよ

うな話がなされてまいりました。それは市内全域に及び、それもかつ半端な量ではござい

ませんでした。この選挙選において、市長もこういう話をお耳にされたことがあるかどう

かお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 私は一度も発言しておりませんし、私どものサイドからもその

ような文書は出しておりません。 

 ただ、事業所税が新設されて、これは５年間の猶予期間はございましょうが、御存じの
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とおり、１，０００平米以上の事業所あるいは１００人以上雇用しておる事業所につき、

１平米当たり６００円あるいは１人につき総給料額の０．２５％が事業所税として課せら

れるということは厳然たる事実でございますので、合併したら税金が上がるということは

全面的な間違いではないことではないかと、私はそのように受けとめて聞いておりました。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） 私どもがよく耳にしたのは、事業所税とかは大きな企業にかか

ってくるものですけれども、市民税というものは市民生活に直結したものでございまして、

このあたりの税金が上がるということは、それはもう市民生活にとっては多大な影響を与

えるものですけれども、このあたりについて、実際市長はお聞きになったかどうかという

ことを改めてお聞きしたいと思います。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 私はほとんど聞いておりません。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） はい、わかりました。 

 なぜか私の耳には、本当にたくさんの方からそういうことをおっしゃっていただきまし

たし、そういうことを実際に聞かれることもありました。 

 その選挙の前に、４月でしたか、実際にある会合で、そういった参加されてる方々に、

市民税が上がるという話を聞かれたことがありますかということをお聞きしましたところ、

半数以上の方が、そういう話を聞いたことあるよ、ほんとどうなるんかということを口々

におっしゃっておられました。 

 ここで、実際にどうなのかということを財務部長さんにお聞きしたいんですが、実際、

合併することによって市民税が上がることはありますか。 

○議長（久保 玄爾君） 財務部長。 

○財務部長（中村  隆君）                           

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                     

○議長（久保 玄爾君） ２番。 
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○２番（原田 洋介君） いや、今申し上げておりますのは、その……。 

○財務部長（中村  隆君） 一般的には、制限税率というものが定められておりますけ

れど、例えば制限税率が外されておるものも、ここ最近の税法の改正の中でございますん

で、そういった可能性もあるということを申し上げたところでございます。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） 難しい御回答をいただきましたけれども、そういったことは、

例えば市民の、一般的な市民の方々でそういうことが判断できるというか、そういうこと

を知り得ることができるのかということをお聞きしたいと思います。上がる可能性がある

ということをですね。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） どのような過程で市税が上がるかというのがちょっと不思議な

んですが、さきの合併協議におきましても、私ども幹事をしておりましたけれども、市民

の方から税金が上がるというお話を聞いたことがあります。そのときの答えなんですが、

市民税等は税法で決められておりますと、決して上がることはありませんということを申

し上げましたし、市の特別委員会でも申し上げたと思います。 

 したがいまして、一般的な税については、合併したら上がるといったものは税法上はな

いというふうに認識しております。 

 以上であります。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） ありがとうございます。 

 それでは、今、助役がおっしゃっていただきましたとおり、合併したからといって市民

税が上がることは決してないということでございますが、これだけ多くの市民の方々がそ

ういう認識でいらっしゃったということは、少なからず市民の方の投票行動に影響が出て

きたのではないかというふうに思うわけでございますけれども、このあたり市長は、そう

いう情報が投票行動に影響が出たというふうに考えられますでしょうか、御回答いただけ

ればと思います。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 私は当事者でありまして、客観的に論評できる立場にはござい

ません。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） わかりました。 

 それでは、結局、先ほど助役も申されましたけれども、合併協議会に参加して、合併協
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議を進めている段階で、そういうことを市の方に説明なされたいうことですが、今さら、

こういった誤った認識を市民の方々が持っていらっしゃるということは、それまで正しい

情報が市民の方に十分伝わっていなかったというふうに考えられると思いますけれども、

このあたりのことについて、今、助役が答えられましたので助役にお聞きしたいと思いま

すが、どうお考えになられるのでしょうか。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） さきの合併協議で、市議会の特別委員会におきましても、つぶ

さに御報告申し上げました。また、市広報にも、概要版でありますけれども、必ず掲載を

させていただきましたし、ホームページに至りましては、その議事録までも出させていた

だいておる、あるいは資料等も出させていただいておるというところでありまして、私ど

もは、ありとあらゆるメディア等々もとらまえまして、その報告に努めてきたというふう

に思っておりますし、実際そのようにしてまいりました。 

 税金が上がる云々でございますが、そのとき特別委員会でも出ましたように、税金が上

がるんじゃないかという論議を聞くよというのは、その当時からあったことでございます。

その辺については、何度も申し上げましたけれども、一般的に税というのは税法で決めら

れておるから、市がその税法を曲げてまでやることはできない、上がらないといったこと

については何度も繰り返しお知らせいたしました。それは今回の選挙ではありません。以

前の合併協議におきましても、何度も御説明させていただいたとおりであります。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） わかりました。ありがとうございます。 

 実際に、その選挙が終わった今現在でも、そういったことを感じていらっしゃる、思っ

ていらっしゃる、誤った認識でいらっしゃる市民の方もたくさんいらっしゃいますけれど

も、では改めて、そういった市民の方々に対し、市広報などを通じて、合併しても市民税

は上がりませんというような正確な情報を提供する必要があるのではないかというふうに

私は思うわけですが、そのあたりについていかがでしょうか。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 合併の問題は、防府市におきましては２年前に完全に区切りが

ついておりまして、今さらそれをどうのこうの言うことの方がかえっておかしいことであ

りまして、平等に考えてみたら答えは出ることではないかと思います。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） わかりました。 

 先ほど、市長の御答弁の中にもございましたけれども、合併について、任期中はないと、
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今後、そういう機運が市民の間で起こってくれば、そういうこともあながち考えられない

わけではないというふうな趣旨の御発言もなさいましたけれども、今の状態が続くと、そ

のような機運にもならないと考えるのが、そういうふうな機運に市民の間では絶対に持っ

ていけないというふうに私ども考えます。 

 こういった誤った情報、正確な情報を市民に伝えるということは、その市行政にとって

とても大切なことでございますし、このようなことが続くと、今後また何か新しい施策を

進めていくときにも、同じような状況が起こることが考えられます。ぜひとも、しっかり

と市広報、そしてホームページなどを通じて、市民の皆さんに対して、正確で正しい情報

を発信されるということを常に念頭に置かれて市政運営を進めていかれることを強く要望

いたし、この項を終わります。 

 そして次に、県との関係でございますけれども、現行の地方自治制度におきましては、

市と県というのは切っても切れない関係であるというふうに思っております。 

 今後、単独市政を歩む防府市としても、その発展のためには、県との良好な関係という

ものは保たなければならないと思いますし、そしてそのような努力をされていかれるべき

だというふうに思っておりますので、ぜひともこのあたりも上手に進めていかれるようお

願いいたしまして、この１番目の項を終わらせていただきます。 

 続いて、住民投票条例のことですが、この件につきましては、事前通告をなさっている

議員さんもいらっしゃいますので、大まかな点についてのみお伺いさせていただきたいと

思いますが、今、執行部で考えていらっしゃる住民投票条例というものは、例えば山口市

との合併の是非を問う特定のものとして制定されるお考えなのか、それとも市の重要課題

に対して恒久的に住民投票を行える常設型のものとして考えていらっしゃるのか、改めて

お伺いしたいと思います。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） ３月議会あるいは選挙が終わりまして、急ぐように指示を受け

ておりますので、その内容等について、事務的な立場から御説明申し上げます。 

 条例の形式でございますけれども、特定の事案かあるいは常設型かという御質問であり

ますが、前岩国市がありましたように、あるいは今回の山陽小野田市が制定されましたよ

うに、常設型という方向性を考えております。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） それでは、常設型ということで、そういった市に対する重要案

件が生じた場合に、その住民投票を図るために制定されるということでございますけれど

も、それでは想定される重要案件、重要問題というものはどのようなものが考えられるか、
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そしてその事案については、今後どのくらいにというか、急に発生するようなことがあり

得るのか、そのあたりのことをお伺いします。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 対象事案でございますが、市政運営上の重要事項ということで

ございますので、例えばのお話ですけれども、合併もしかりでしょう、例えば都市計画の

区域区分の線引きもしかりでしょう。そういった住民に重大な影響を及ぼすという事案で

あります。 

 今後、急に起こるのか起こらないのかということでございますけれども、それは今後の

ことでございますので、そのあたりは想定いたしておりません。急とか、いつかというこ

とは想定いたしておりません。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） 当分先のことであるというふうなことで、なかなかはっきりと

わからないと思いますけれども、それが、例えば９月までに何かそういう問題が生じると

いうことはございますでしょうか。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 今お答えいたしましたように、先のことですからわかりません。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） 先はわからないということでございますけれども、こういった

住民投票条例というのは、先ほど申しましたとおり、本当に幅広い市民の方々で、どうい

う形式がいいのか、どういう形がいいのかということをしっかりと精査されて、そして市

民手づくりでつくられる方が私は理想だというふうに思っております。ぜひ、そういった

方々に、壇上でも私申し上げましたけれども、市民の方を交えた住民自治基本条例等を一

緒に出していただきたいというのもありますけれども、最低でもそういった市民の方々に

諮って、そして市民の方々と一緒に、この市民の声を生かした形の制度化されることを要

望いたしまして、この項を終わらせていただきます。 

○議長（久保 玄爾君） それでは、次は公共施設のバリアフリーについて、助役。 

○助役（嘉村 悦男君） それでは、他の部署にまたがりますので、自席で申しわけあり

ませんが、回答させていただきます。 

 公共施設におけるバリアフリー対策の現状についての御質問にお答えします。 

 まず、公共施設のバリアフリーに対する考え方についてですが、防府市が高齢者や身体

障害者の方々にとりましても住みやすいまちであるように、ハートビル法や交通バリアフ

リー法の目指すまちづくりをしなければならないと考えています。 
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 市の施設で、新たに建設しているものにつきましては、バリアフリーの対策について考

慮しておりますが、市庁舎のように老朽化が進み、構造上改修等が困難な施設は、高齢者

や身体障害者の方が円滑に移動できる万全の施設とは言いがたい現状だということを認識

しています。そのような施設につきましては、和式トイレを洋式へ改修するなど、少しで

も来庁者や施設利用者が利用しやすい施設になるように努めているところであります。 

 議員御指摘の、市庁舎や公民館の出入り口のスロープの手すりの設置をはじめとした改

修につきましては、早急に検討し、できるところから対応していきたいと思います。 

 今後とも、高齢者や身体障害者の方が円滑に利用できるように、その利便性、安全性を

より一層高めるように努めてまいりたいと考えております。 

○議長（久保 玄爾君） ２番。 

○２番（原田 洋介君） ありがとうございます。非常に前向きな御答弁をいただいたと

いうふうに私自身認識しております。 

 実際に、市民の方が一番よく利用される市役所の４号館の前にもスロープがございます

けれども、ここも本当に非常に危険な状態であり、いろんな市民の方々が何とかならんの

かということを口々におっしゃいます。 

 ただ、公民館とか回ってみますと、ただスロープが設置してあるというようなところが

たくさんあるんですね。本当に急なところで、実際に、車いすで、手すりもなしで、高齢

者の方であったり障害者の方がそのスロープを上がれないような、そして１人でおりられ

ないような、そんなのがたくさんございます。 

 もう一度しっかり見ていただいて、できるところから順次進めていくということでござ

いますので、積極的な推進を進められますようお願いいたしまして、私の質問を終わりま

す。 

○議長（久保 玄爾君） 以上で、２番議員の質問を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（久保 玄爾君） 次は、１３番、安藤議員。 

〔１３番 安藤 二郎君 登壇〕 

○１３番（安藤 二郎君） おはようございます。それでは、通告に従いまして質問させ

ていただきます。 

 最初に、これからの「まちのすがた」についてということであります。 

 その前に、まずもって今回の選挙、松浦市長におかれましては、見事な結果を出されま

したことに対して、改めて敬意を表したいというふうに思います。 

 さて、それに伴う先日の所信表明、これから防府のまちをどのような姿にしていくのか
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というのを楽しみにしておりましたけれども、ひたすら方法論で、その姿は見ることはで

きませんでした。 

 しかし、その中で、各地域に人口割で２名から５名程度の地区担当職員を配し、地域の

事情把握に努めると述べられたことは大変驚きでした。それは、市長さん覚えておられる

かどうかわかりませんが、私が議員になって１年目の平成１３年１２月、一般質問におき

まして、これと全く同一の提案をしております。今やっと、５年たって理解されたのか、

あるいは５年もたたないと受け入れてもらえないのか、かなり心境複雑ですけれども、こ

の点につきましては、今後の議員のあり方も含めて高く評価したいと思っております。さ

りとて、これも単なるまちづくりのための一手法にすぎません。 

 一方、また相変わらずその中で「名も捨て、家も捨て」などというフレーズを使ってお

られますけれども、いいかげんに卒業されたらいかがなものでしょうか。もう少し次元を

高めていきましょう。 

 昭和５４年といいますから、今から２７年も前、一番最初に生涯学習都市宣言を発信さ

れたのは、松浦市長さんもよく御存じの掛川市の榛村市長さんです。彼はその中で、限ら

れた財源の中で、無限の市民のニーズに応じていくためには、市民・住民にみずから優先

順位をつける価値判断力を持ってもらわなくてはならないとしまして、一たび市民・住民

が主体というからには、市民・住民に十分学習してもらわなければ衆愚政治に陥ってしま

うであろうと。そこで、市はあらゆる情報をわかりやすく公開して、市政即生涯学習とな

り、一人ひとりが市政の根源的担い手になってほしいというふうに訴えておられます。御

存じのとおり、衆愚政治というのは間違った民主政治の典型の形であります。 

 先年、同僚議員の質問に対して、松浦市長さんは、「私の軸は市民の心です」と言って

おられましたけれども、限られた情報しか提供せずに市民の声を聞くシステムをつくるの

は、衆愚政治に陥ってしまう危険性を秘めております。 

 合併は目的ではありません。まちづくりのための一つの選択肢にすぎません。まちの姿

さえ明確であれば、そのまちづくりにとって、どうしても必要なことならすればいいし、

必要がなければしなくてもいい。つまり、合併はまちづくりのための一手法にすぎないの

です。 

 そうではなくて、一体松浦市長さんはどんなまちの姿を描いているんですか。そのまち

の姿を実現するために、合併がどのように邪魔をしているんでしょうか。合併しなかった

ら、それは実現できるんでしょうか。そのまちの姿が全く見えてまいりません。そうした

最も大切な情報を市民に提供しなくてはならないのです。 

 ここで質問です。松浦市長さんは、これからの防府の「まちのすがた」はどのようなも
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のであるべきだとお考えなのか、御所見をお伺いいたします。 

 大きな２つ目、ふるさと回帰支援システムについてということであります。 

 最初に、ＩＪＵターン対策・「団塊世代」受け入れ準備について。 

 団塊の世代というのは、一般的には昭和２２年４月２日生まれから昭和２５年４月１日

生まれまでの約７５０万人が対象となっております。団塊世代についてちょっと触れてみ

ますと、団塊の世代が生まれました１９４７年、このときの平均寿命は、男子が５０歳、

女子が５４歳です。これが、５０年後の１９９７年の人口動態統計では、男性が７７歳、

女性が８４歳まで延びております。すなわち、５０年で男性の寿命は２７歳、女性の寿命

は３０歳延びたことになります。こういう世代に生きてきた人たちが団塊の世代です。 

 そして、団塊の世代には２つの特徴があると言われております。 

 １つは、この人たちはサラリーマン社会の申し子だいうことで、この人が生まれたころ

の就業構造を見てみますと、実は働く人の６割以上が自営業者、すなわち農業とかお店屋

さん、そういったものでした。ところが、これが急速に変わってまいりまして、彼らが高

校、大学を卒業するあたりになりますと、実に比例が全く逆転しまして、自営業は４割を

割り込みまして、サラリーマン世帯が６割以上になります。そして今、最後の人生を迎え

ておられる２０００年代、サラリーマンが８割を超えております。したがって、団塊の世

代はサラリーマン社会の申し子であるということが１点。 

 第２点は、生まれながらにして幸運だった世代である。何よりも幸運だったのは、職業

人生で、本来であれば、就職時期になりますと大変困難な状態になりますが、就職したの

は高度成長期です。したがって、就職に何ら心配のないときであったわけです。さらには、

団塊の世代の人たちには、もうすぐ年金の支給が始まりますけれど、最近、年金給付額が

削減されておりますが、団塊世代はほぼ満額もらえる世代です。 

 さて、このように、戦後、恵まれた世代であるとともに、会社人間として、組織の一員

として、その能力を存分に発揮してきたこの方たちを存分に活用しようではありませんか。

このひな壇にも優秀な該当者がたくさんおられます。この人たちをほうっておく手はあり

ません。そして定住人口を増やしましょう。 

 そこで、第１点として、団塊の世代の数を市内外について掌握しておられるかどうかお

尋ねいたします。 

 第２点として、山口県においても、あるいは他の自治体においても、そのための準備を

されておりますけれども、防府市ではどのような準備がされているでしょうか。 

 第２点、「ふるさと回帰支援センター」の存在についてです。 

 近年、新しい価値観のもとに、地方暮らしを希望する都市生活者が急増しております。
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こうした時代の要請を受けて、２００２年１１月、全国の消費者団体、労働組合、農林漁

業団体、民間団体などが一堂に集い、ＮＰＯ法人１００万人のふるさと回帰・循環運動推

進・支援センター、略称、ふるさと回帰支援センターが設立されました。 

 もともとこの運動は、日本労働組合総連合会、すなわち連合ですが、これの政策提案が

結実したもので、１９９９年、全国農業協同組合中央会の呼びかけで、その中で１００万

人のふるさと回帰運動の推進が提起されたものなのであります。連合は、１００万人のふ

るさと回帰・循環運動の具体的な推進を通して、２１世紀の新たな暮らし方、新しい価値

観に基づく生き方の提案として、ふるさと暮らしを希望する大都市生活者を応援する、ま

た、このことを通して、地域の活性化と産業としての農林漁業の見直しに貢献できればと

考えているようであります。 

 このようにして立ち上げられたふるさと回帰支援センターは、全国知事会、全国県議会

議長会、全国市長会、全国市議会議長会等地方六団体も後援しております。今、多くの自

治体がこのＮＰＯ法人に興味を示しております。防府市においても、ぜひ参画されて、こ

れからの地域活性化の一助にされたらいかがでしょうか、お尋ねいたします。 

 ３番目、「情報センター」について。 

 そのまちに定住したいと考える人たちにとって、そのまちに関するいろいろな情報を得

ることは必要不可欠なことです。住環境は十分に整っているのか、住民サービスはどの程

度か、働ける場所は用意されているか、まちはきれいか等々、ふるさとに帰って豊かな生

活をしよう、そして防府に行ってみようかという気を起こさせるための環境づくり、防府

市の発信を早急に整えなくてはなりません。 

 ここにきて、急速にすそ野が拡大してまいりましたインターネットは、最大の武器とな

っております。その上、還暦を迎えたといえども、団塊の世代は、間違いなくすべての人

たちがインターネットへの拒否はないはずであります。 

 さて、防府市ではことし３月、防府市地域情報化アクションプランが提示され、その中

で、（仮称）防府市情報センターの整備を検討するとされており、その活用に期待がかか

っておりましたが、何ということでしょうか、このセンター、今年から３カ年にわたって

調査・検討となっております。 

 ２００７年問題は既に来年の話です。３年もかけて、一体何をしようというのでしょう

か。どんな立派な、あるいはまたどんな奇想天外なセンターをつくろうというのでしょう

か。既に時間がありません。団塊の世代の人たちの防府市の情報源として、センターの役

割は極めて重要です。早急に立ち上げなくてはなりません。 

 そこで質問です。 
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 アクションプランで示されているセンターとは、具体的にどのようなものを想定されて

いるのか。また、これから３カ年、調査・研究としておりますけれども、何を、どのよう

に調査・研究されるのか、その具体的内容について御説明ください。 

 ２番目、センター立ち上げのための必須条件として、防府市ポータルサイトの構築はあ

りますけれども、このための計画はどのようになっているのでしょうか、お尋ねいたしま

す。 

 ３番目、具体的に１つ例を出しますが、既に市内の地図情報についてはデジタル化され

ておりまして、ＧＩＳ、すなわちジオグラフィック・インフォメーション・システムは庁

内で稼動状態にあります。これを活用しない手はありません。特に、市内インフラ現況提

示のためにこのＧＩＳを活用するといったことは、すぐにでも可能と思われますが、いか

がお考えでしょうか、お尋ねいたします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

○議長（久保 玄爾君） １３番、安藤議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 御質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、これからの「まちのすがた」についてでございますが、私は市長就任以

来、市民が主役の市政を念頭に、コンパクトで安全・安心・快適で防府らしいまちづくり

を理念として、「元気が織りなす大好きなふるさと防府」の実現に向け、全力を挙げてま

ちづくりに取り組んでまいりました。「市民が主役の市政」の思いは、今後もいささかも

揺らぐものではございません。 

 御質問のこれからの「まちのすがた」については、今後ますます進行するであろう少

子・高齢化などに対応でき、すべての市民が安心・安全で自立した日常生活を営むことが

できる、そして地域の特性を生かした個性あるまちであり、誇りの持てるまちであると考

えております。そのためには、本市の持つ人的・物的な資源を最大限に活用していくこと

を基本とし、生活実感の向上や共同体意識の高揚、地域経済の活性化などを通じ、市民に

とって誇りと愛着が感じられ、存在感のある防府市らしいまちづくりを進めていくことが

肝要であると考えております。 

 また、これからの地方分権型社会においては、地方自治の本旨にのっとり、みずからの

まちはみずからがつくることが求められております。従来のように、まちづくりを行政が

一元的に担う対応では限界が生じつつあり、これまで以上に市民提案や意見交換など、市

民と行政とのコミュニケーションの充実を図り、お互い補完、協働してまちづくりを進め

ていく必要があると考えております。 
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 今後のまちづくりの具体的方策については、第三次防府市総合計画後期基本計画と、こ

の計画を補完し、事業の効率的な実施のための指針となる実行計画、ほうふ元気プランに

取りまとめており、これらの諸事業を着実に推進してまいることとしております。 

 私は、これからも足腰の強い行財政基盤の強化を図るため、行政改革を継続して実施す

るとともに、市民参画をさらに推進し、市民と行政とのパートナーシップによる協働へ発

展させ、市民とともに歩むしっかりとした市政を運営し、夢のあるまち、誇りの持てるま

ち、そして住んでみたいと思われるまち、ふるさと防府の実現を目指して全力を尽くして

まいる所存でございます。 

 次に、ふるさと回帰支援システムについての御質問にお答えいたします。 

 御承知のとおり、来年以降、昭和２２年から２４年生まれの、いわゆる団塊の世代が定

年を迎えられることになり、専門的知識や技能を有する人材が一斉に会社等を去られるこ

とにより、固有の技術の喪失や企業活動の停滞などのおそれがあることから、２００７年

問題として危惧されているところでございます。 

 本市における団塊の世代の人口は、本年１月現在約６，８００人でございます。また、

その人数を把握しておりませんが、防府市に生まれ、育ち、現在、市外で生活されている

方も数多くおられます。 

 ＵＪＩターンとは、これらの方が出身地に戻る、出身地の近くに戻る、住みたい地域に

移り住むことを形態別に示したものであり、進学や就職のため都会に出られた方々が安心

して出身地に戻られるなど、新たな生活を始められるための対策が求められています。 

 したがいまして、ＵＪＩターン希望者への対応といたしましては、雇用の場の創出はも

とより、今まで培われた豊かな経験や知識を十分発揮し、生き生きと活躍できるまちをつ

くることが必要であり、このことは、先ほど申し上げました、まちづくりの基本に沿うも

のと考えております。 

 具体的なＵＪＩターン対策としては、従前から、就業相談情報や公営住宅情報などの定

住Ｑ＆Ａやテレホンガイド情報をホームページ上に掲載しているところでございます。ま

た、求人情報等の提供を希望される方には登録制度を設け、その登録者には、年４回、求

人情報や市の定住支援制度を紹介したチラシなどをお届けしており、昨年度は９５名の方

が登録されています。 

 しかしながら、その情報は比較的若い世代を意識した内容でありまして、団塊の世代に

とっては十分とは言えない状況です。 

 今後は就業相談、情報等にあわせ、生涯学習の機会、ボランティア活動情報を提供する

とともに、豊かな自然環境や文化など、本市の特性や魅力を発信してまいりたいと考えて
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います。 

 また、県におかれては、本年度から団塊の世代のＵＪＩターン対策に本格的に取り組ま

れ、総合ホームページの開設やＵＪＩターンニーズ調査の実施などが予定されております

ので、県とも十分に連携してまいりたいと考えています。 

 続きまして、「ふるさと回帰支援センター」についてですが、ふるさと回帰支援センタ

ーは、都市生活者や定年退職者などの方々が地方に定住等をすることに対して、必要な情

報の提供や支援を行う機関であると伺っております。現在、県内で会員になっている自治

体はございませんが、会員登録等につきましては、センターの活動内容を十分に把握し、

本市の実情と照らし合わせた上で判断してまいりたいと考えております。 

 次に、「情報センター」についてでございます。 

 団塊の世代に対する情報提供等の対応方針については、先ほどお答えしたとおりですが、

行政情報に市民活動団体の民間情報をあわせて発信することがさらに有効であり、本市に

は、ＵＪＩターンにつながる活動を行い、多くの情報を蓄積されている市民団体が多数あ

りますので、早急にこれらの団体との連携に取り組むことが必要であると考えております。

また、これらを発展させ、官民一体となった総合的な情報の受発信機能をシステム化する

ことにより、情報センターの構築につながるものと考えております。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） ありがとうございました。 

 最初に、「まちのすがた」について、再度お尋ねしたいと思います。 

 非常に美しい言葉で、すばらしい文章を語られましたけれども、一体どんなまちにした

いのかというのは全く見えてこないということは相変わらずの状況でありまして、一つだ

けお伺いしたいのは、防府らしさとは一体何かということをちゃんと把握していらっしゃ

るかどうか、その辺をちょっとお尋ねします。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） まさに価値観は人それぞれ、千差万別であろうと思っておりま

す。１００人おられれば百様の考え方があるでございましょう。 

 私は、防府らしさというものは、豊かな自然、これは広大な平野、あるいはすばらしい

清流、あるいは海、そしてまた山、そのような自然環境が秀でている、そしてまた、そこ

には適度に農地もあり、また工場群もあると、こういう過疎なく過密ない状態の中で生活

が営まれている。その上、本市には古くからの文化遺産、あるいは名所旧跡なども数多く

ございます。そういうものを兼ね備えているところが、いわゆる防府らしさであり、これ
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が防府市の誇れるところではないか、我がふるさとではないかと、そのようにイメージし

ておるところであります。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） それはたまたま、また価値観の違いかもしれませんが、今、

市長さんが言われたことは現状把握にすぎません。そういった現状を踏まえて、どんなま

ちにしたいのかというのが私の質問でございます。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） これらの現状は、いい面ばかりではないわけで、一たび広大な

平野には、台風がたびたび押し寄せてきやすい環境にあります。また、河川は過去にもは

んらんし、大変な被害をもたらしたこともあります。海は海で、高潮に洗われることも多

くあるわけでございます。 

 事ほどさように、いい面ばかりではなく負の部分もあると、これらをあわせ持った防府

市を立派に経営していくことが一番肝要なことでありまして、これをしっかり経営感覚を

持って経営していくことによって、将来さらにここに住み続けていきたいと、こういうふ

うに市民の方々に思い、誇っていただけるようなまちが未来の姿ではなかろうかと、この

ように感じております。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） いつまでもこの論争をしても終わりそうもありませんのでや

めますが、一つだけ、ちょっと提案させていただきます。 

 今、ヨーロッパでは、都市再生のために何を言われているかと申しますと、キーワード

は環境と文化です。そして、その合い言葉として、サステイナブルシティー、サステイン

というのは持続するということですから、サステイナブルシティーというのは持続可能な

都市という意味でありますけれども、これが都市再生の合い言葉となっております。 

 これは、自然環境の再生を最優先して、その地域がはぐくんできた地域文化の復興、こ

の２つを都市再生の両輪としてやっていきますよということを語っておられます。そして、

この２つのことはどういうことかといいますと、人間が人間らしく生きることのできる生

活の場、その生活機能が生産機能の磁場となるような新たな社会へ変貌しなきゃいけない、

生活機能が生産機能の磁場となるような環境をつくりましょう─磁場というのはマグネ

ティックフィールドです─そういう意味のサステイナブルシティーを目指しております。 

 これは、代表的な都市として、フランスのストラスブールは都市に車を乗り入れないと

いうことで路面電車でやっています。そして、日本でもつい先ごろ、環境白書の中で、富

山市がこれを採用いたしました。そして、富山市の中でＬＲＴ、いわゆるライトレールト
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ランジットという富山ライトレールというものをつくりまして、市内に車を乗り入れない、

ＣＯ２の発生を防ぐということをやろうと試みております。 

 そういう、いわゆるはっきりとした明確な「まちのすがた」を示してくださいと私は申

し上げておるわけでありまして、先ほど申されたように、自然環境を重視して、農地もあ

り、工場もあり、非常に総合的な都市ですよと、そんなものは、我々が何を求めているの

かという都市とはかなりけたの違う都市ではなかろうかなといふうに思っておりますので、

ひとつ参考に、今後のために取り入れていただきたいというふうに思います。 

 では、次に移りますが、いわゆる団塊の世代の受け入れ準備についてということですけ

れども、先ほどからＵＪＩと言っていらっしゃるけれども、本当はと申しますか、正しく

言いますと、ＵＪＩではなくてＩＪＵと書くのがいいと思います。なぜかといいますと、

ＩＪＵを頭から読みますと「イジュウ」と読みます。移住です、移り住むことです。です

から、ＵＪＩではなくてＩＪＵというのが大体一般的に言われていることをまず申し上げ

ておきたいというふうに思います。 

 それから、これはまた参考のために松浦市長さんに申し上げておきますが、昨年の５月、

松浦市長さんの母校であります早稲田大学に行きまして、オープンカレッジ特設講座とい

うのがありまして、この中で、団塊のノーブレス・オブリージというのが開かれておりま

す。この中で、山口県出身の弘兼憲史さん、あるいは参議院議員の舛添要一さんなど、

８人の人たちが講演をしております。 

 ノーブレス・オブリージというのは、御存じのとおり、これは高貴な者たちの責務とい

う意味であります。恵まれた人たちの責務という意味であります。壇上で申し上げたとお

り、団塊の世代はまさに恵まれた世代の人たち、この人たちはどういう責務を負わなきゃ

ならないかということについて、そのオープンカレッジで議論を闘わせております。それ

くらい、今、世の中は、団塊世代の人たちのためにどう準備するかということを深刻に考

えております。 

 それにしては、今、説明された中では、非常にお粗末な対応と言わざるを得ません。山

口県で、今、団塊の世代ＵＪＩターン総合促進事業ということで５００万円ほど計上して

おりますけれども、これについては、今も市長さんは協力してやっていくということであ

りますけれども、非常におくれておりまして、県の状況も遅々として進んでおらない状態

であります。できたらもっと積極的に市の方から働きかけをしていただいて、その準備体

制を確立していただきたいというふうに思います。 

 それから、もう一つ紹介ですけれども、これは周南市では団塊世代活躍支援推進会議と

いうのを既に立ち上げております。また、まちの中ではＮＰＯ法人のＡＩＳＩＡというの
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がありまして、周南おもちゃ病院と、こういうＮＰＯ法人をつくり上げておりまして、既

に山口、岩国にも出向いて、もう１，５００件ほども扱っておりまして、非常に実績を上

げておりますので、参考までに、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいというふうに思い

ます。 

 それで、一つ質問ですが、今、防府市では６，８００人の人が対象になっていると言わ

れましたが、全国で、防府市から出ていった方たちの団塊の世代の方がどのくらいいらっ

しゃるかわからないということですが、これは今後調査される意思があるかないか、その

辺だけお伺いいたします。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） かつて防府から出られた方についての統計の数字等は持ってお

りません。 

 それから、防府に団塊の世代で調査云々ですけれども、調査については少し難点がある

かと思いますので、調査はできないというふうに思っております。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） 難点があるというのは何ですか。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 例えば、戸籍があって出ていらっしゃる方とか、あるいは住民

票とか、そういったものに頼らざるを得ないのかなというふうに思いますけれども、これ

らについては、ＵＪＩターンの対策が、例えば企画でやるといたしましても、住民票等、

あるいは戸籍等を勝手に見るわけにはまいりません。その辺で、どうしても難点があると

いうふうに思っております。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） そうすると、先ほど申しましたけれども、団塊の世代の方た

ちを、いわゆるＵターンということになるんでしょうけども、Ｕターンの方たちを受け入

れて、それを活用するという意思はないと考えてよろしいですか。市の方針としてです。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 今のお答えは、調査ということについては、プライバシーの問

題がありますというふうに申し上げました。 

 冒頭、市長がお答えしましたように、ＵＪＩターンについては、例えば今やっておりま

すのは若者向けとかが中心になってやっておりますが、ＵＪＩターンについて、やらない

というのではなくて、これから情報等について積極的に出していきたいということであり

ます。 
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○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） どの程度の団塊の世代の方たちが市外に出ていらっしゃるか、

現状把握もできないで、積極的にどういう働きをされるか、具体的に教えてください。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） そもそも市が出しておりますＵＩターン云々ですけれども、こ

れとても、何人が出ていらっしゃって云々ではありません。帰りたいＵＩターン等々があ

れば、こういう情報を出しているわけでございます。 

 同じように、情報については、団塊向けについて、そういう情報をこれから出していき

たいといったものであります。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） はい、わかりました。非常に消極的な話でした。非常に残念

ですけれども、まあ頑張ってください。 

 次に、ふるさと回帰支援センターの話ですけれども、これは実情を把握した上、検討し

たいということですが、現状でどの程度把握されてるんでしょうか。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 一般質問の通告等をいただきまして、実は私は知りませんでし

たので、ホームページ等で取り寄せさせていただきました。 

 まだホームページ程度での内容でありまして、詳しくは存じておりませんけれども、資

料によりますと、組織的にはすごく大がかりな、１００万人のふるさと回帰と、あるいは

循環運動推進・支援センターということで大きゅうございます。 

 ただ、今、中国地方で登録している団体が幾つあるかと申し上げますと、中国地方では、

島根県の美郷町だけ、県内はないわけですけれども、四国地方でも高知県がやっていると

いうような状況であります。 

 冒頭お答え申し上げましたように、こういう内容がいいのか悪いのか、これからさらに

検討等を加えさせていただきたいといったものであります。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） ひところ、私どもが若かりしころに、隣もピアノを持ってる

から、うちもピアノを買おうかというふうな話をよくしておりました。隣のまちがやって

ないから、近辺でやったところがないからどうしようかというのは、全く松浦市長さんが

言われる私たちのちょっと光る市にしようかというにしては非常に消極的な発言なわけで

すけれども、これは、実はもう既に歌舞伎座の近くにセンターができておりまして、そこ

に各市のいわゆるパンフレットとか、そういう案内文をきちんと備えつけたセンターがご
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ざいますけれども、その存在を御存じかということと、それからもう一つ、八重洲口に山

口県のアンテナショップとして山口県を紹介したセンターがございます。これとの関係が

ありますが、今言ったふるさと回帰支援センターに対する情報の提示と、それから山口県

のアンテナショップに出している情報提示と、どういうふうに絡ませていこうかと、今、

私は考えておりますが、今、執行部ではどういうふうに考えていらっしゃいますか。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 今の、ふるさと回帰センターの方については、活動内容につい

ては十分に調査して、本市の実情に照らし合わせてというふうに申し上げましたが、よけ

ればそれらを活用していきたいというふうに思います。 

 それから、八重洲口の云々ですけれども、これは観光パンフとか、そういった行政で提

供できるものについては、今後、積極的に活用していきたいと思いますが、それらのお土

産センターについては、防府市の産品等も並んでおりますので、そのあたりで利用されて

いるというふうに思っております。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） それでは、しっかりとセンターの情報を入れられて、次の機

会にはぜひこういうふうにやりますよというふうな積極的な発言をお待ちしたいというふ

うに思います。 

 それから、最後に情報センターについてのお尋ねをいたしますが、情報センターのお尋

ねの答えがはっきりしなかったんで、再度質問したいと思うんですけども、最初のセンタ

ーがどんな形のものかということを質問しておりますが、これはどういうものか、もう一

回具体的にお話、お願いします。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） センター云々ですが、ハード面を申し上げますと、イメージで

ございますけれども、例えば研修ルームがあったり、あるいはネットワークセンターがあ

ったり、あるいはデジタル工房があったり、マルチゾーン、体験ゾーンというふうにセン

ターはイメージをしておりますが、センターの役割は、いわゆる情報を出すところで、ソ

フト面は情報を出すというところでありますので、その前に、いわゆるポータルサイトと

か、その辺の出せる前段の体制を充実していこうというふうに考えております。いわゆる

防府地域版のポータルサイトを構築していこうと、これはソフト面でございますけども、

そのように考えております。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） 次の防府市のポータルサイトの話に移ってしまいましたけど
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も、もう少しセンターの形を明確にしてほしいのと、それから３カ年の調査・検討を、ど

う具体的に調査・検討されるのか、その辺のところをちょっと。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） アクションプランで、本年度までに調査・研究を終わるという

ところでありましたけれども、それは現実に延びております。 

 調査・研究については、先ほど申し上げましたが、いわゆる研修ルームとかネットワー

クセンターとかデジタル工房とかマルチメディア体験ゾーンとか、それらのいわゆるハー

ド面のセンターというふうにそれらを検討してきたわけでございますが、現実にハード面

は実現しておりません。 

 その前に、要するに、センターの機能を充実させるためのソフト、いわゆる防府地域の

ポータルサイトの構築について、先にそれらを充実していこうではないかというところで、

アクションプランについて改定したところであります。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） まあ何というか、政治家というのは、政治家というか執行部

は政治家ではないですけども、役人というのは、要するに回答というのをぼやかすとか、

人が何を聞きたいのかということをぼやかすのが上手なんで、質問の仕方も悪いんですけ

れども、もう少し私の質問していることに対してきちっと御返答いただきたいと。 

 最初に、今大事なことは、その前にソフト面の防府市のポータルサイトの整備をすると

言われましたが、防府市のポータルサイトって何ですか、御説明してください。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 市のポータルサイトですから、防府地域のポータルサイト、防

府での、いわゆる入り口のサイトをはっきり、きちんとしていきたいといったものであり

ます。 

 その何ですかというところですが、今、防府市のホームページがございます。例えば、

それに商工会議所のホームページ、あるいは市民活動がやっていらっしゃるホームページ、

さらに商業者あるいはお店屋さんがやっているホームページ、それらを合わせた、いわゆ

る防府市の入り口といったものについてお知らせをして、防府市地域のポータルサイト、

行政だけの窓口じゃなくって、商工会議所も商業者も、あるいはＮＰＯとか市民活動とか、

それらの方々のホームページを、すべて防府のポータルサイトに来れば、いろんな項目の

入り口としての機能が果たせるといったものについて構築していきたいといったものであ

ります。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 
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○１３番（安藤 二郎君） それで、次に進みますと、それを調査・検討するのに３カ年

を要すると言われますので、その３カ年の具体的な調査・検討内容をお示しください。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） すぐプログラムを組んで、お金をかけてやればいいんでしょう

けれども、それに至る、例えば商工会議所の方も一緒に入ってください、あるいは市民活

動の方も入ってください、あるいは先ほど言いました商業者の方も入ってくださいという、

このプロセスといったものが出てきます、そういったもの。それから、もう一つは経費と

いったものもあります。それから、ポータルサイトには、例えば広告、これは個人的なも

のですけれども、そのポータルサイトに広告等も載せていただけないかなという項目もあ

ります。 

 それらを総合的に勘案すると、ポータルサイトのこの計画では、アクションプランでは

１８年度、１９年度、２カ年間の調査・検討をして、２０年度から歩みを開始したいとい

うことでありますので、今申し上げたことについて、２カ年かけて調整していきたいとい

うものであります。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） ちょっとその資料は古い資料でして、ポータルサイトも３カ

年かけますというふうに訂正されたんですよ。だから３カ年やることになってるんですが、

その具体的な内容が、今言われたように、何をどうするのかということは全くわかりませ

ん。 

 今言われたように、防府市のホームページと商工会議所のホームページと商店街のホー

ムページと、そういうのがそれぞれあります。それを統合することがどれだけの時間がか

かると思いますか。もし私に任せていただければ、１カ月でやってみせます。そんなこと

は容易なことです。 

 ですから、それを３年かけてやるというのは、どのぐらいのお金がかかって、どのぐら

いの人件費がかかるか、ちょっと説明してください。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） ですから何度も申し上げますが、合わせるのはみやすいんです

けども、じゃあ広告を持ってくるとか、それらのプロセスを大切にしなくてはいけないで

すよといったものです。ただ単に合わせただけでとは考えておりません。それらも含めて、

今から二、三年かけて、そのポータルサイトの運用にこぎつけたいというアクションプラ

ンであります。計画であります。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 
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○１３番（安藤 二郎君） 要するに、計画がないということでございますので、早急に

計画を立ち上げていただきたいということと、今、助役が言われたようなことをやられる

ということは、安藤さんのやることは単に集めることだけで非常に軽薄であると、そんな

軽薄なものじゃありませんよということを言っておられますが、しからば、じゃあ今年度

から、ポータルサイト構築のための何か組織づくりはされておりますか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） これは議会にも御報告申し上げておりますけれども、例えば今

アクションプランでありますけれども、これはＩＴ関係について、地域情報化推進委員会

か協議会か、全体の市の推進組織を持っております。それにおきまして、ビジョンもその

中でつくりましたし、アクションプランについても、その推進本部会議でアクションプラ

ンといったものを横断的な組織でつくっております。 

 それで、まだ詳しいものが要るといった部分については、部会あるいはプロジェクトチ

ームをつくって、庁内で組織的にこれらに対応しておりますので、その辺はきちんと、推

進事務については責任をもって推進していくと思っています。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） このぐらいに終わりますが、最後のＧＩＳの件はどうなりま

したですか。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君）  ＧＩＳについては、都市計画あるいは課税課の図面等々を、

１つの地形図をもとに少しずつ積み重ねてきております。まだ道半ばでありますが、これ

は道路とか、すごく精度の高いものであります。 

 これにつきましては、住民向け情報としては余りにも精度が高過ぎるかなということで、

我々考えておりますのは、いわゆる住宅地図上等でお知らせするような、簡易型といった

らいいのかどうなのかわかりませんが、それらについての情報を提供していきたいという

ふうに思っております。簡易型、いわゆる住宅地図上ぐらいの範囲でお知らせできたらと

いうふうに思っています。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） 助役が、どの程度実際のものを見ておっしゃっておるのかど

うか、私、非常にそのあたり疑問なんですけれども、現在、インフラのデータとして、そ

の地図情報上にデジタルデータとして既に組み込まれているものは何があるのか御存じで

しょうか、お尋ねいたします。 
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○議長（久保 玄爾君） １３番、もう一度。 

○１３番（安藤 二郎君） その地図情報の中に、インフラのデジタル情報化されたもの

は何と何があるかということです。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 一般的に詳しくは見ておりませんけれども、例えば官公署とか

については、ちゃんと情報で載っておると思います。ですから、それを市民向けにするの

は、病院も載っておりますけれども、例えば病院に行きたいといったときに、そこのとこ

ろをクリックすればその病院等が出てくるよ、あるいはごみの集積場、あるいは転勤しま

したよ、学校区よといったところについては、簡易型の情報に市が情報を入れていかない

となりませんので、そういった意味で、簡易型を考えているというふうに申し上げており

ます。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） 簡易型、簡易型とおっしゃられますけども、もし簡易型のＧ

ＩＳをつくるとしたら、改めてまたつくり直さなきゃいけないんですよ、御存じですかね。

今の地図じゃなくて、別の地図をつくらなきゃ簡易型にならないんですよ。 

 ですから、現在のＧＩＳの情報をそのまま使う、幾らでも使えます、私、実際に見まし

た。そして今、デジタル化されてるのは、市道は全部デジタル化されております。ですか

ら、その地図上にここは市道ですよというのは全部情報が入っております。 

 ところが、公共下水については、まだそれがデジタル化されておりません。デジタル化

されていないために、その地図上によう示さないでいるんですが、その辺はいつごろされ

る予定か、ちょっとお尋ねします。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 下水道が何年まではというふうに記憶しておりませんけれども、

今、基本地形図に市道まで入りましたけれども、その上に今度は下水道もやらなくちゃい

けない、それから水道も入れていかなくちゃいけないというふうに、その上に少しずつ情

報をかぶせていくという作業をしております。 

 下水道については、何年度までと、何年何月までというのは記憶しておりませんけれど

も、そこは計画的に行政情報として、そのＧＩＳの図面に少しずつ積み重ねをしてきてお

ります。引き続き、いろんな行政の情報は、その上に積み重ねていきたいというふうに思

っております。 

○議長（久保 玄爾君） １３番。 

○１３番（安藤 二郎君） 先ほども申し上げましたけれども、かなり漠然としたお答え
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しかいただけないんですけれども、助役はまだなったばかりなんで、中身がわかってない

ということに言われるのは仕方がありませんけれども、もう少し切実に、いつごろまでに

はどうしてもこれをしたいんだということを明確にしていただきたいと思うんです。 

 情報センターについて言いますと、情報センターは何かというと、先ほど市長さん、申

されましたけれども、私は市民が軸ですよと常に言っておられました。それは何かという

と、市民にあらゆる情報を提供して、市民が考えるだけの情報を提供することが市として

の役目だと思うんです。ところが、今、全然そういう体制が整っておりません。ですから、

私はこの情報センター、非常に期待しているわけです。 

 これハードなんか、どっちでもいいんです。私は、市民課の一角に大きいスクリーンを

設けて、そこにあらゆる情報を流しなさいと、ずっと言ってまいりました。それは途中で

もいいんです。仮に今の地図情報でも、市道だけでもいいんです。そうすれば、ここまで

は市道になっています、ここは市道じゃありませんと提示してもいいんです。下水道につ

いては、あと何年先にはこういう地図上で示されます、そういう説明をしてもいいんです。

何もそれは完成したものでなくてもいいんです。今までできたものを、皆さんにあらゆる

情報を提供すると、そういう助けにするためにＩＴを使うんですよ。ＩＴは何のためにあ

るのかというと、そういうもののためにあるんです。 

 ですから、私は物すごくこれを期待しているわけです。できるだけ早急に、できれば来

年の４月には大型スクリーンが市民課に設置されて、そこにかわいい女性がパソコンを操

作する姿を見たいと思いますので期待しております。ひとつよろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（久保 玄爾君） 以上で、１３番、安藤議員の質問を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（久保 玄爾君） 次は、８番、藤本議員。 

〔８番 藤本 和久君 登壇〕 

○８番（藤本 和久君） みどりの会の藤本です。通告に従いまして、３件お伺いいたし

ます。 

 最初に、離島対策についてお伺いいたします。 

 野島には、現在１７８人の市民が暮らしておられます。私たちは普通と思っていること

でも、島の人たちには大きな負担となっていることがあります。例えば、歯医者に行きた

いが、島に歯科医がなく、船に乗って本土の歯医者さんに行く。船賃を含めた旅費が

２，３００円、支払った治療費は３００円、このような笑いたくなるようなことが現実に

発生しています。私たち市民は、どこに住んでいようと等しく行政サービスを受ける権利
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を有しています。 

 具体的に２点ほどお伺いいたします。 

 １点目ですが、島内の診療所では、診察や治療ができない患者は本土の医療機関にかか

らなければなりません。野島の住民にとって、往復の船賃は間違いなく負担増です。 

 この負担増を解決する方法は２つあります。１つが船賃の全額補助、いま一つが、総合

医療施設の整備であります。どちらの方法でも結構ですので、実施していただきたいと思

います。 

 といっても、人口１７８人の島に総合医療施設を整備するのは非現実なことであります。

そのことは承知の上で申しますが、市民が安心して暮らせる医療体制を整備するのは行政

の責務であり、もし整備しないのであれば、島民の皆様には大変申しわけないが、船賃は

全額補助するから本土の医療機関を利用していただけないかとお願いするのが筋だと考え

ます。結果的には一つの解決方法になりますが、船賃の全額補助を実施していただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 ２点目ですが、家屋の修理を自分が行うと、かわら、ブロック等の破片が出ます。これ

らの廃棄物は、島内では処理できませんので、本土の最終処分場まで持ち込まなくてはな

りません。市民なら無料で引き取ってくれますが、それに要する費用は自分持ちでありま

す。本土の住民はガソリン代程度の費用で済みますが、野島の住民は運送業者に委託する

しか方法がなく、その費用は格段に高いと思います。 

 この負担増を解決する方法は２つあります。１つが、野島に市が回収に行く。これにつ

いては、現在自治会と調整中と伺っておりますが、まだ解決しておりません。いま一つが、

島内に最終処分場を整備する。どちらの方法でも結構ですので、実施していただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 続いて、教育行政について３点お伺いいたします。 

 防府市の食育に関しては、個別では実施されているようですが、全体的な動きがよく見

えません。食育という言葉は明治時代には使っていたようでして、決して新しい言葉では

ないようです。 

 しかし、私は、小・中学校で知育、徳育、体育は受けましたが、食育は受けた記憶があ

りません。多分なかったのではないかと思います。食育は家庭の中で、農作業の手伝い、

料理の手伝い、大家族の中での一緒の食事等を通じて、いわば必然的に受けていたのでは

ないかと思います。その後、子どもたちから手伝いを奪い、大家族から核家族への変化、

日本古来の食文化に対する意識の希薄化、食糧不足から飽食時代への変化等が災いして、

家庭で行われていた食育が徐々に行われなくなり、今日の状況になったのだと推察します。 
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 食の乱れと生活習慣の乱れに危惧した日本政府は、平成１７年７月に食育基本法を施行

し、さらに、ことし３月に食育推進基本計画を策定しました。この計画書は、今後、各都

道府県や各市町村が策定する食育推進基本計画の基本となるものであります。 

 早速この計画書を入手して読みました。私ごときが評価するのは僭越ですが、本当によ

くできていると思います。このままでも防府市版として準用できると思いますが、さらに

一歩踏み込んだ防府市食育推進基本計画の策定が必要だと思います。当局の御所見を伺い

たいと存じます。 

 ここ最近、子どもの生活習慣の乱れを何とかしようとする動きが全国各地で起きていま

す。よく体を動かし、よく食べ、よく眠るという、成長期の子どもにとって当たり前で必

要不可欠な基本的生活習慣が大きく乱れ、この乱れが体力や気力、そして学力の低下をも

たらしていると指摘する専門家もいます。夜遅くまでテレビを見たり、ゲームをしたりし

て夜更かしをする、だから朝早く起きられない、だから朝御飯が食べられない、この悪循

環に陥っています。さらに驚くのは、この異常とも思える実態を、保護者は異常と感じて

いないことであります。 

 この実態に危機感を抱いた文部科学省は、調査・研究を開始しました。今年度は、子ど

もの生活リズム向上をねらい、調査・研究する委託事業を２４地区指定しました。指定を

受けたのは、全国で初めて「朝ごはん条例」を制定した青森県鶴田町、「かつしか早寝早

起き朝ごはんプロジェクト」を立ち上げた東京都葛飾区、近隣では、「田万川生活リズム

向上委員会」を立ち上げた山口県萩市等です。各地でのすばらしい活動を期待すると同時

に、全国規模での早期実施を願っています。 

 御承知かとは思いますが、早寝早起き朝ごはん全国協議会が４月２４日に発足しました。

全国１４０以上の個人・団体が参加し、今後、生活リズムの向上や睡眠、栄養、運動に関

する実践の普及・啓発活動に対して助成するほか、早寝早起き朝ごはんの意義や根拠をわ

かりやすく伝えるための広報活動を展開するとしています。 

 子どもの生活習慣の乱れは家庭の中の問題であり、他人にとやかく言われる問題ではあ

りませんが、結果的に教育現場に影響が出ている以上、児童・生徒を通して保護者の意識

を変える、あるいは保護者に直接説明をして意識を変える動きが必要だと考えます。テレ

ビ、ゲーム、インターネット等のメディアとの接し方を明確にする、早寝早起きの実践、

毎日朝御飯を食べる、こうした当たり前の生活習慣を１日でも早く取り戻すことが必要だ

と考えます。防府市教育委員会の御所見を伺いたいと存じます。 

 防府市中心市街地の活性化を担って、ルルサス防府がいよいよオープンします。市民の

一人として、成功を心より祈念しております。 
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 さて、公共施設の受け入れ検収が６月２３日までに行われる予定だと伺っておりますが、

本日は７月３日ですので既に終了しているはずであります。言うまでもありませんが、図

書館には静粛さが強く求められます。平成１５年１２月議会の一般質問で、新図書館の騒

音問題について質問しました。執行部の答弁を要約しますと、広場や列車等の外部の発生

音及び多目的ホールや控え室等の内部の発生音の遮音を行い、４０デシベル以下にする。

そのために、南側面は複層ガラスを導入する。もし４０デシベルを超えたら施設は受け取

らないと答弁されておられます。受け入れ検収項目の中で、騒音についての検査方法と検

査結果について聞かせてください。 

 最後に、福祉行政についてお伺いいたします。 

 平成１２年４月１日より成年後見制度が施行されました。御承知のように、この制度は

認知症などで判断能力が十分でない人を保護するため、事前に締結した成年後見人等が本

人にかわり財産管理などを行う制度です。この制度は、本人が締結した借金の保証、不動

産の譲渡、住宅のリフォーム等の不当な契約を取り消すことができるなど、本人はもちろ

ん、その家族にとっても大変ありがたい制度です。 

 それにもかかわらず、導入されてから昨年３月末までで、この制度を利用した人は全国

で約７万人にすぎず、類似の制度を持つ欧米各国に比べれば随分低い利用率だそうです。

利用したい人が少なくて利用率が低いのなら結構なことですが、認知症の高齢者だけでも

全国で約１７０万人、決してこの制度を利用する人たちの需要は低くはなく、この制度が

十分に機能してないと思います。 

 利用率が低いのは、この制度がよく知られていない、知っていたとしても気軽に相談す

る窓口がない、相談窓口はあったとしても、それを国民が知らないことだと思います。 

 ことし４月１日より、介護保険制度の見直しで、全国市区町村に地域包括支援センター

が創設されました。同センターが行う主な事業の一つに、成年後見制度などを活用し、高

齢者や障害者の人権や財産を守る権利擁護の事業があります。成年後見制度が誕生して、

６年目にしてようやく全国の市区町村に地域包括支援センターが設置され、相談窓口が整

うのは大変意義深いところだと、専門家は大きな期待を寄せています。 

 聞くところによりますと、防府市は既に同様の事業である成年後見制度利用支援事業を

行っております。この事業の利用実績と今後の事業展開について聞かせてください。 

 以上で壇上での質問を終わります。 

○議長（久保 玄爾君） 質問の途中ですが、ここで昼食のため１時まで休憩いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

───────────────────────────────────────── 
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午後 １時    開議 

○議長（久保 玄爾君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 一般質問を続行する前に、ここで財務部長より、午前中の原田議員の質問に対する発言

を取り消したい旨の申し出がありましたので、これを許します。財務部長。 

○財務部長（中村  隆君） 午前中、原田議員から御質問いただきました私の回答でご

ざいますが、助役が御回答申し上げたとおりでございますので、訂正させていただき、取

り消しをお願い申し上げたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（久保 玄爾君） いいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） それでは、午前中に引き続き、一般質問を続行いたします。 

 ８番、藤本議員の質問に対して答弁を求めます。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 私からは、野島の医療体制についての御質問にお答えいたしま

す。 

 現在、野島地区におきましては、野島診療所において、毎週月曜日と木曜日の午後の半

日、市が防府医師会を通じて委託しております村田博愛病院の医師による診療を行ってお

ります。また、毎週水曜日には、市保健センターと山口県防府健康福祉センターの保健師

が交互に野島に出向いて健康相談や家庭訪問を行い、疾病予防や健康維持のための保健活

動を行っております。高齢化が進む中、島民の方々が身近な医療施設で安心して医療が受

けられるよう、医療サービスの確保と健康の維持・増進に努めているところでございます。 

 御質問の、島民の方々が本土の医療機関に通院する場合に往復船賃を全額補助していた

だきたいということでございますが、一般的に市民の皆様が医療機関に通院される場合、

バス代等の交通費はかかるものでございまして、だれもが自己負担されておられます。し

たがいまして、野島の皆様に限って、医療機関に通院される際の船賃を全額補助すること

はいかがなものかと考えておりますので、御理解をお願い申し上げます。 

 次に、ごみ収集体制についてお答えいたします。 

 現在、野島においては、可燃ごみについては、島内に設置しております焼却炉により焼

却処分を行い、また缶、瓶等の資源ごみやその他不燃ごみについては、自治会により、毎

月１回、本土側の三田尻港まで搬送していただき、それをクリーンセンターにおいて運搬

処理を行っております。 

 御質問のかわら、ブロックなどの埋め立てごみの処理につきましては、少量のものであ

れば、先ほどの不燃ごみと一緒に搬送していただいて構わないのですが、それが多量とな
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りますと、現在のところ有効な手段がなく、島民の皆さんに御不便をおかけしております

ことにつきましては、議員御指摘のとおりでございます。 

 そこで、島内に最終処分場を設置してはという御意見でございますが、これにつきまし

て、クリーンセンターでは野島自治会とも協議しながら種々検討を行ってまいりましたが、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律や、野島の一部が瀬戸内海国立公園の特別地域に含ま

れていることからくる自然公園法等の法律上の課題、また財政的な問題も大きく、実現は

困難であると認識いたしております。 

 次に、市による収集を行ってはという御意見につきましては、直接市が収集を行うとい

うことになりますと、解決しなければならない問題が山積しておりますが、市といたしま

しては、野島地区住民の皆様の御不便をいっときも早く解消するべく、今後も検討を重ね、

早期実施を図りたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

 残余の御質問につきましては、教育長、担当部長より答弁いたします。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） ごみ収集体制については了解いたしました。よろしくお願いい

たします。 

 医療体制ですが、先ほどの答弁では、本土の住民との整合性がとれないので船賃の全額

補助は難しいとの見解でしたけども、予測しておりました答弁でしたので、反論させてい

ただきたいと思います。 

 安心して暮らせる医療体制の整備は、これは行政の責務であります。では、その安心し

て暮らせる医療体制とは何か。もちろん、医療機関の整備もありますが、金銭的な不安を

取り除くことも求められていると思います。 

 野島の住民が本土に買い物に行く、それから映画を見に行く、食事に行く、そうした場

合、必ず１，５００円の船賃がかかります。それは、離島に住んでおるからやむを得ない

と思います。しかしながら、せめて介護や医療については船賃を補助してもらいたいと願

うのが私は普通だろうというふうに思います。介護の方は、これ全額補助されております。

これはいいとして、医療についても、私は全額補助を希望するものであります。 

 本土の住民が医療機関にかかる場合、その交通手段は、徒歩、自転車、単車、自家用車、

電車、バス、タクシー等々いろいろありますが、野島の住民には本土に着くまでは船しか

ないんです。本土の住民は、ただで行こうと思えば徒歩や自転車で行けますけれども、野

島の住民は、ただで行こうといったって行けないんです。泳いで渡れば別ですが、なかな

かそれは難しいと思いますので、必ず船を利用しなくてはならない。往復の船賃

１，５００円は負担になるわけですね。安心して暮らせる医療体制、これを私は脅かしと
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ると思うんですけども、健康福祉部長、その点についてどういうふうに思われてますか。 

○議長（久保 玄爾君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山下 陽平君） 議員さんがおっしゃいますように、確かに船しかない

というのは、これは事実でございます。その事実があるからこそ、市長の答弁の中でもご

ざいましたように、市として診療所を開設し、なおかつ保健師を派遣して、島民の皆さん

の健康維持・増進ということについて、市としての対応をいたしておりますので、それ以

上のことにつきましては、これは現在、私どもでは対応は考えておりません。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） 野島に総合医療センターがあれば、私はこれを言うつもりはな

いんですけども、内科医しかないわけですね。ですから言うとるわけです。 

 医療福祉の考え方に根本的な相違があるようなんで、少し私の思いを述べさせていただ

きたいと思うんですけども、医療サービスは、本来なら官が行うべき事業であると私は思

うわけです。営利を目的とする民間が行うべきではない。民が行うから、その医療機関は

当然ながら人口が集中するところに行くわけですね。そうなると、過疎は切り捨てられて

いくというふうに私は思います。 

 患者が支払う医療費、これは医療機関の窓口で支払ったお金と、それから往復に要した

交通費、これが含まれるというふうに、広義で見れば解釈できると思うんですよね。中心

市街地の住民は非常に便利がいいというのはわかります。私、西浦、それから大道、小野、

富海、遠くの人たちは、先ほど答弁にありましたが、バス代がかかるということで、バス

代を負担しとるから同じじゃないかということですけども、これは、私は不公平だという

ふうに思うんです。 

 私の住んでいる西浦地区で毎年地区懇談会がありますけども、必ず出るのが、西浦に内

科医をつくってくれという要望が出ます。これは、本土にもこういう不公平感はあるわけ

ですよね。これを本来なら是正していかないかんというのが行政だろう思うんですけど、

それを肯定しとるから、今のようなことになるというふうに私は思います。 

 これ以上論議しても始まりませんので、次の質問に入ります。 

 健康福祉部長、防府市は、昭和５８年に福祉都市宣言をしていますね。既に２２年を経

過していますが、他市町村にない福祉施策、他市町村よりはるかにまさる福祉施策、これ

はどのくらいあるんですか。数字で示してください。そして、代表的なものを２例で結構

ですから、２例ほど紹介してください。 

○議長（久保 玄爾君） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（山下 陽平君） 質問が、５８年に福祉都市宣言をしたということで、

市としての特徴があるものがどのぐらいあるかということですけれども、申しわけござい

ませんが、これについては調べておりませんし、ちょっと今手元にも資料がございません

ので、回答をよういたしません。 

 それと、２点目にございました市として特徴のあるものはどうかということでございま

すけども、１点だけございますのは、人工内耳の方についての助成は、今回、市として取

り組んでおります。ですから、この辺につきましては、全国的にも新しい取り組みとして

誇れるものではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） 健康福祉部長が答えられないということは、福祉都市宣言をし

ても、本気で福祉都市建設をしようというふうに思っていないんじゃないかというふうに

私は邪推をします。福祉都市宣言の看板に恥じないような福祉施策が必要ではないかなと

いうふうに思います。 

 その一つとして、今、しつこく提案をしているものをぜひとも実現してほしいというふ

うに思います。県央にきらりと輝く福祉都市をつくろうではありませか。 

 以上で、離島対策については終わります。 

○議長（久保 玄爾君） それでは、次は教育行政について、子どもの生活習慣の乱れに

ついて、教育長より答弁をお願いします。 

〔教育長 岡田 利雄君 登壇〕 

○教育長（岡田 利雄君） 私からは、子どもの生活習慣の乱れについてお答えいたしま

す。 

 子どものテレビの視聴時間やゲームをする時間の増加、家庭学習時間の短さ、就寝時刻

の遅さ、朝食の欠食の増加など、子どもの生活習慣の乱れを指摘されることが多くなりま

した。これらの問題は、学校が保護者と連携して取り組む必要のある問題であるととらえ

ております。 

 県教育委員会では、県ＰＴＡ連合会と共同し、「自ら学ぶ習慣を身につけるために」と

いうリーフレットを作成し、「ＮＯテレビday・ＮＯゲームday」を設けることの啓発をし

ております。本市教育委員会においても、各小・中学校を通じて各家庭に呼びかけをして

おります。 

 また、県教育委員会では、平成１６年度から、「子ども元気創造推進事業」を実施して

おり、本市でも牟礼南小学校がモデル校として、運動、読書、食習慣など生活習慣の望ま
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しい形成を目指し、さまざまな活動に取り組んでおります。 

 牟礼南小学校の調査によれば、朝食の欠食率は、昨年度の同時期と比較して、９％から

５．５％へと３．５ポイント減少しております。昼休みの屋外遊びの割合は、８８％から

９８％と１０ポイント増加しております。また、１０分間の朝読書が定着し、読書好きの

子どもが増えており、学習意欲の高まりにもつながっているという分析がなされておりま

す。 

 これらの取り組みの具体的な数値の変化や成果等は、月３回程度、学校から発行される

「元気だより」によって保護者へ知らされ、家庭での望ましい生活習慣形成の一助となっ

ていると考えております。 

 防府市教育委員会は、今後、この研究の成果を市内の小・中学校に広め、学校と家庭が

連携した望ましい生活習慣の形成をさらに充実させてまいりたいと考えております。 

 また、毎年８月に開催しております保護者や教員あるいは市民の皆様方を対象とした防

府市教育のつどいにおきまして、今年度は、生活習慣改善の手だてを示すために、食育に

ついて深い造詣をお持ちの全国的に著名な先生をお招きし、御講演をいただく予定にして

おります。子どもの生活習慣の改善について、食育を通じて御示唆いただけるものと考え

ております。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） ありがとうございました。 

 防府市内の児童・生徒の生活実態、先ほど答弁でも少しありましたけども、テレビやゲ

ームをしている時間、それから就寝時刻、起床時刻、それから睡眠時間、引き算すればい

いんでしょうけども、それから朝食の摂取、この５項目について調査しておられる資料が

あれば紹介していただけますか。 

○議長（久保 玄爾君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） お答え申し上げます。 

 順番は前後するかもわかりませんが、まず、テレビをどのぐらいの時間見ているかとい

うことでございますが、小学校の方は、２時間以上テレビを見る児童の割合が、学年が上

がるに従って高くなっております。県の平均と比較しますと、高学年の視聴時間は男女と

も短い方になります。ですが、学年が高まるに従って上がっている、これが小学校の実情

でございます。 

 それから、携帯ゲームあるいはテレビゲームにどれだけ時間を使ってるかということで

すが、これが案外皆さん方の期待とは違った方向にありまして、県の平均とほぼ同じなん

ですが、ゲームをしないというふうに回答した児童が各学年とも一番多い状態になってお
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ります。ただ、男子の方が、全般としては女子の２倍ぐらいの時間を使っていますし、

３時間以上やっているという男子もおりまして、この辺がちょっと気にかかるところでご

ざいます。 

 それから、起床時間につきましては、学校がある日、ウイークデーに例をとりますと、

どの学年も大体６時２５分から６時３０分ぐらいの間に起床しております。 

 それから、朝食をとっているかとっていないかですが、毎日朝食をとっているのは、小

学校で男女とも平均８５％がとっております。ただ、学年が上がるにつれまして増加傾向

があるということは、本市の児童にとりましては該当しないと。だから、本市の状態にと

りましては、余り大きな問題になってきておりません。 

 それから、就寝時刻でございますが、だんだん学年が上がるに従いまして就寝時刻が遅

くなっているということでございまして、低学年よりも約１時間ぐらいは遅くなっている

ということでございます。 

 中学校も同じような傾向なんでございますが、一、二、関連づけてお話し申し上げます

と、学校から家に帰りましての勉強時間でございますけれども、これが非常に本市の場合

に家庭学習に時間を充てていないという傾向が目立っております。１時間以内と回答した

生徒の割合が、男子が７８％、女子が７４％、県よりも６ポイントあるいは９ポイントほ

ど低くなっておりまして、余り勉強しないという傾向があるということが非常に心配でご

ざいます。 

 なお、全くしないと回答したのが、県よりも男子が７ポイント、女子が６ポイント多い

ことがありまして、また１年生から３年生に上がるに従って、だんだんと平均時間が短く

なっていると。要するに、家に帰ってからの日常生活の中での学習習慣という辺につきま

しては、大きな問題をはらんでいる感じがいたします。 

 まだほかにもありますけれども、時間の関係ではしょりますが、就寝時間につきまして

は、３年生の平均が２３時２１分と非常に遅くなっているということ、この辺が朝起きら

れないで欠食につながっていくというふうにつながっているというふうにも推測できます。 

 いずれにしても、家庭生活のありようが食生活にも影響してきますし、あるいは学力、

あるいはいろいろな日常生活にも影響してきているという辺が、本市にも共通項があると

いうことを申し上げておきます。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） ありがとうございました。 

 日本教育新聞に服部栄養専門学校校長の服部幸應先生の食育についての記事が掲載され

ておりました。その一部を紹介したいと思います。 
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 晩御飯を食べると、６０グラムのエネルギーがグリコーゲンとして体内に蓄えられる。

就寝で４０グラムが消費され、残りは２０グラム。そのうち１０グラムが通学などで消費

されるので、学校に着いたときは１０グラムしか残っていない。この状態では、１時間も

もたない。脳の栄養は、グリコーゲンが変化するブドウ糖でしか受け付けないから、脳が

働かなくなる。これでは考える能力は落ちてくる。お昼までちゃんとした学校生活をする

ためには、朝御飯は欠かせない。 

 また、朝食は学力アップと相関関係があって、国立教育政策研究所が小・中学生４５万

人を対象に実施した調査では、毎日朝食をとる子どもほどペーパーテストの成績がよいと

いう傾向が見られると、こう指摘されております。 

 その国立教育政策研究所のデータを入手しました。ちょっと遠くて見にくいでしょうけ

ども、こういうふうに、後で教育長のところにお届けしますけど、毎日必ずとるいう子は

成績がいいんですよね。こういう調査結果がありますので、紹介したいと思います。 

 それから、私は同僚議員と一緒に、５月２８日に山陽小野田市で行われました陰山英男

先生の教育講演会を聴講しました。陰山先生は、尾道市立土堂小学校の校長に公募から選

ばれた、独特のカリキュラム編成で学校づくりに取り組み、著しい成果を上げられた話題

の先生であります。 

 山陽小野田市は、ことしの４月から、生活改善・学力向上プロジェクトと銘打って、各

家庭での生活改善による体と心の土台づくり、それと学校でのモジュール授業による脳と

学ぶ心の土台づくり、この二本立てで取り組んでおられます。このプロジェクトの指導を

この陰山先生が行われております。 

 今回は第２回目の講演会で、保護者を対象に講演されました。第１回目は、教員を対象

にされたというふうに伺っております。 

 まず、テレビ、ゲーム、インターネット等のメディアとの接し方ですけども、山陽小野

田市では、１日１時間以内を目標値にしておられます。児童・生徒の授業時間は、学校教

育法施行規則で標準時数が決められております。例えば、小学校６年生であれば９４５時

数ですから、時間に直しますと約７１０時間です。一方、毎日テレビを２時間見れば、年

間７３０時間、何と学校で習うよりテレビを見とる時間が長いわけですよね。これは、ぜ

ひとも１日１時間ぐらいの目標を掲げて実施していただきたいなというふうに思います。 

 陰山先生の著書に、「学力の新しいルール」という本があります。睡眠時間と成績の調

査結果があります。調査の母数は、広島県の小学校５９０校、５年生２万７，１２５人で

す。これも遠くて見にくいでしょうが、これをグラフにしたものです。睡眠時間が低いと

成績が悪くて、だんだん上がっていきます。８時間でピークを迎えて、９時間過ぎると落
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ちます。これは勉強せんからでしょうね、落ちてきます。要は、４時間、５時間では、も

う全然成績が落ちるということだろうと思います。 

 安全に王道がないように、教育にも王道はないと思います。教育関係者は、常にアンテ

ナを張りめぐらせて、効果があると思えば積極的に取り組む姿勢が必要かと思います。中

には、十分な検討も必要なものもあるでしょうけども、このテレビ、ゲーム、インターネ

ット等の１時間以内、それから早寝早起き、朝御飯の実践、これらについては、私はデメ

リットはないと思うんですね。メリットのみだろうというふうに思いますんで、全国的な

動きに乗りおくれないように、防府市も積極的に取り組んでいただきたいということを要

望して、この項を終わります。 

○議長（久保 玄爾君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山下 陽平君） では、御質問にお答えいたします。 

 防府市食育推進計画の策定をどうするのかとの御質問にお答えいたします。 

 国においては、食育基本法に基づき、食育に関する諸施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、食育推進基本計画が今年３月に策定されております。 

 現在、県においては、来年３月を目途に、食育推進計画の策定に取り組まれております。 

 市といたしましては、食育基本法に市町村の食育推進計画の策定は努力義務と規定され

ていることや、食育の諸施策が教育、保健、生産活動、食文化など多岐にわたっているこ

と、また県の計画との整合性も必要と考えられますことから、県や他市の動向を見守りな

がら判断したいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） ありがとうございました。 

 壇上でも言いましたが、食育は、本来家庭教育の中に組み込まれるべきプログラムだと

思います。しかし、ほとんどの家庭には、そのような教育力は存在しないというふうに思

います。なぜなら、今の保護者が子どものころ、家庭でも、それから学校でも食育を受け

ていないからです。今さら反省しても始まらないのですが、私を含めた戦前戦後生まれの

親が、家庭内で自分の子どもたちに食育をしていなかったということだからだと思います。 

 家庭教育に期待できない以上、学校教育の中で栄養教諭が中心となり、食育を推進する

ことが必要だと考えます。 

 先ほどの答弁では、どうも積極的に策定する意欲は感じられなかったんですけども、や

はり防府市独自の食育推進計画は必要だと思いますので、教育委員会まで含めた全庁組織

で策定されることを要望したいと思います。 
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○議長（久保 玄爾君） それでは、次は新図書館の騒音について、土木都市建設部理事。 

○土木都市建設部理事（藤本 澄夫君） それでは、私の方からは、新図書館の騒音に対

する検査方法と検査結果についてお答えいたします。 

 ルルサス防府内に移設します新図書館につきましては、街なかで複合施設内の図書館と

いうこともありますので、当初設計から防音壁や二重サッシなどの騒音対策を講じており

ます。この対策によりまして、遮音性能の音響透過損失６５から７０デシベルの図書館が

完成したことになります。 

 音響透過損失が６５デシベルから１００デシベルに対して─デシベルは音の大きさで

すけども、それに対しまして６５デシベルが遮断され、３５デシベルになるということで

すので、４０デシベル以内は確保できているという計算になります。 

 ルルサス防府の完成に伴う騒音検査につきましては、去る６月１４日と１５日に、ＪＩ

Ｓ・Ａ・１４１７、建築物の空気音遮断性能の測定方法基準に基づき実施しました。 

 方法としましては、室内の空調機器等を稼働させた上で、ルルサス内の大広場階段から

６種類の音を出し、図書館の２カ所、これはロビーと受付の南側の窓際です、そこで空間

平均音圧レベル差、特定場所間音圧レベル差を測定しました。そのほかにも、多目的ホー

ルや空調機械室の前でも行っております。 

 その結果、内外音も含め、鉄道騒音は２５デシベル程度、全体でも３５デシベルという

結果が得られております。 

 なお、管理規約等により、敷地内の広場では８０デシベルを超える音は出せないことに

なっております。 

 以上のことから、日常の騒音やイベント開催時の騒音に対し、新図書館の室内騒音

４０デシベル以内は確保されておりますので、その旨報告させていただきます。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） 図書館の静粛性の評価をするには、大きく２種類あると思いま

す。１つが、自分の耳で音を聞いて判断する感応検査。それから、先ほど答弁ありました

音圧を測定して検査する騒音検査の２つがあると思います。 

 まず、音圧測定器を使っての騒音検査について再質問しますけれども、結論的に言えば、

３５デシベルが確保できたということなんですが、この３５デシベルを計測したときの発

した音圧は幾らだったのかということが１つと、それから騒音測定は連続でやっとるのか

どうか、この２点をお願いします。 

○議長（久保 玄爾君） 土木都市建設部理事。 
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○土木都市建設部理事（藤本 澄夫君） 音圧測定にどのぐらいの音を出したかというこ

とですけども、これは、先ほど申しましたように、建築物の空気音遮断性能の測定報告基

準ということでやっております。だから、これは大きい音を出すというんじゃなしに、ど

のぐらいの遮音ができるかという実験をしております。 

 ですから、幾らの音を出したかということは定かではないんですけども、その施設は、

これで言いますと、逆で言いますと、１００デシベルの音が出たら６５から７０ほど遮断

されますよと、そういう性能がある、効果があるということを測定したというふうに聞い

ております。 

 それと、連続で測定したかということですけども、６月１４日と１５日に２日にわたり

まして行いまして、１４日は昼からの午後、１７時から２４時まで、１５日は９時半から

昼の１４時３０分まで、連続で合計１２時間行っております。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） 発する音の高さによって、高さというか大きさというんですか、

室内での騒音というのは変わってくると思うんですけども、基準がどの程度にあるのかと

いうのがわかりませんので何とも言えませんけども、例えば６５デシベルの遮音効果があ

るということで言えば、１００デシベルで３５デシベルですね。そしたら１１０デシベル

になると４５デシベルになる。じゃあ、１１０デシベルの音は、太陽の広場とかでは発し

ないという判断ですか。 

○議長（久保 玄爾君） 理事。 

○土木都市建設部理事（藤本 澄夫君） 先ほど申しましたけれども、再開発組合の管理

規約がございまして、広場の中で８０デシベルの音はイベント時に出してはいけないとい

う決まりになっておりますので、基本的には出ないというふうに考えております。 

 それと、音ですけども、私も議員さんと同じような疑問を持ちましたので、いろいろ聞

いたのですけども、音は大きさだけじゃないようでございまして、振動数、ヘルツがあり

まして、一番遮断しにくいのが５００ヘルツの音が遮断しにくいそうでございます。 

 だから、音が大きいから小さいからじゃなしに、５００ヘルツの振動数のある音という

のが一番遮断が難しいと。それは、今さっき初めに言いましたけど、６種類の音を出して

ますので、その中には当然５００ヘルツの音も出ているということでございます。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） 広場では８０デシベル以上の音は発しないという規定があるの

かどうかわかりませんが、例えばトランペットであれば、これはインターネットから出し
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たんですけど、トランペットであれば１１０デシベルぐらい出るんですよね、出せば。と

いうことは、トランペット演奏なんかはやらないということですか。 

○議長（久保 玄爾君） 理事。 

○土木都市建設部理事（藤本 澄夫君） 規約によると、８０デシベルというはっきり数

字が出ておりますので、それ以上は出せないということになっています。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） もう一度確認しますけども、あの太陽の広場では、８０デシベ

ル以上の音は出さないというのが規約にあるんですね。 

○議長（久保 玄爾君） 土木都市建設部理事。 

○土木都市建設部理事（藤本 澄夫君） 太陽の広場かどうかは覚えてませんけども、施

設の中では、だから要するに、再開発計画の区域の中では、８０デシベル以上の音は出な

いというふうに原則なっております。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） はい、わかりました。 

 次に、感応評価ですけども、だれが行って、その結果はどうだったんですか。 

○議長（久保 玄爾君） 土木都市建設部理事。 

○土木都市建設部理事（藤本 澄夫君） 行いましたのは、永田音響設計というところが

行っております。 

 測定結果ですけども、これちょっと結果あるんですけども、口で言うのがちょっと難し

いんですけども、表がありまして、室内騒音の測定というのがありまして、遮音性能の測

定……（「１０点満点で評価して、何点か」と呼ぶ者あり） 

○議長（久保 玄爾君） 暫時休憩します。 

午後 １時３９分 休憩 

───────────────────────────────────────── 

午後 １時３９分 開議 

○議長（久保 玄爾君） 会議を再開いたします。 

 理事、どうぞ。 

○土木都市建設部理事（藤本 澄夫君） 残響の時間特性の測定というのがございまして、

それは、６３ヘルツから８，０００ヘルツのオクターブ間隔、周波数範囲がそうなってい

ます。測定点が、客室内の３から５点、これが残響時間。エコータイムパターンの観測と

いうのがありまして、これは対象箇所及び条件が多目的ホール、音源及び測定点が音源、

低音、高音の単音、音源位置、ステージ側代表点１から２点、測定点、観客内の３から
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５点というふうになってまして、はっきり言いますと、そういうふうな報告でございまし

て、細かい数字というものが出ておりませんので、議員さんの今質問の趣旨に合った回答

ができておりませんと思いますので、後ほど資料を差し上げたいと、こういうふうに思い

ます。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） やはり最終的な判断は、図書館を利用されるお客様だろうと思

います。それが、うるさいや思うと、うるさいんですよね。ですから、もう受け取った以

上しようがないとしても、今後、お客様が来るまでの評価ではなくて、できれば図書館員

全員がその音を発生して、本当に静粛性が保てられとるかどうかを確認してオープンして

ください。よろしくお願いします。 

 終わります。 

○議長（久保 玄爾君） それでは、次は福祉行政について、健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山下 陽平君） 御質問の包括支援センターが行う事業の一つである成

年後見制度についてお答えいたします。 

 既に御承知のように、今回の介護保険制度改正に伴い、新たに創設されました地域包括

支援センターは、従来より活動してきました基幹型及び地域型在宅介護支援センターにか

わって支援を行っております。 

 当センターの成年後見制度を含んだ権利擁護業務は、高齢者等が地域生活に困難を抱え

たとき、地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは問題が解決できなか

ったり、適切なサービスにつながる方法が見つからなかったりして、問題を抱えたまま生

活をしている場合に、地域において、尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うこと

ができるよう専門的・継続的な視点から支援を行うものです。 

 この支援を行う過程で、成年後見制度の利用が必要と判断される場合に、親族がおられ

れば、親族からの申し立てが行われるように支援いたします。また、申し立てが行える親

族がおられないなどの場合は、市が直接申し立ての対応をいたします。 

 本市におきましても、平成１３年度、基幹型介護支援センターが設置されましたころか

ら、地域型在宅介護支援センターあるいは居宅介護支援事業所、民生委員など、福祉関係

者から権利擁護に関する相談を受けるようになりましたことから、平成１４年度に成年後

見制度の申し立てに関する経費を予算化いたしております。 

 平成１４年度以来、地域からの権利擁護に関する相談は延べ５０件程度ございます。そ

のうち、市といたしまして直接対応いたしましたのは、４年間で２件ございました。 

 今後とも、市広報への掲載や介護予防教室等の高齢者の会合などにおいて、制度の周知
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を図るため、パンフレットの配布などを行い、普及・啓発を推進するとともに、関係機関

と連携を図り、適切に本制度が利用されるよう支援に努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） ８番。 

○８番（藤本 和久君） 時間がないので、要望だけさせてもらいます。 

 成年後見制度を利用しやすくするためには、良質で大量の成年後見人等の確保が必要に

なると思います。しかも、それも安価で供給されることが必要だと思います。 

 成年後見等に必要な知識は、すぐに備わるものではありませんので、養成が必要であり

ます。親族からの就任はそう多くは望めないと思いますので、残るは親族以外、弁護士等

の数は少ないので、いわゆる一般人からそういう人たちを養成する必要があるんじゃない

かというふうに思います。 

 例えば、弁護士にその成年後見人を頼むと、月３万から５万ぐらいかかるようですね。

この２つの課題、１つがマンパワーの不足、もう一つが費用の問題、これを解決する必要

があるんじゃないかというふうに思います。 

 その手段として提案したいと思うんですけども、ボランティアによる成年後見人等を養

成することを提案したいと思います。 

 後見人は、先ほど言いましたけども、資格は要りませんので、一定の知識とやる気さえ

あればできます。やる気は自治体ではどうにもなりませんが、一定の知識を植えつけるに

は、自治体が後見人等の養成講座を開設すればできます。 

 東京都は既に開始したそうです。２００７年問題と言われております団塊の世代の大量

の退職者、私もその一人ですが、私が言うのも何ですけども、団塊の世代は社会参加の意

欲は強いものがあります。呼びかければ必ずこたえてくれると思いますので、その呼びか

けの仕掛け人を、ぜひとも当局にお願いしたいということをお願いして終わります。 

○議長（久保 玄爾君） 以上で、８番、藤本議員の質問を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（久保 玄爾君） 次は、１９番、伊藤議員。 

〔１９番 伊藤  央君 登壇〕 

○１９番（伊藤  央君） 会派息吹、伊藤央でございます。通告に従い、質問させてい

ただきます。 

 先般行われました防府市長選挙の折には、社団法人防府青年会議所の主催により、立候

補予定者公開討論会が開催されました。討論会当日、会場となった防府市公会堂には、約

１，６００名もの市民の方が集まったそうであります。当日行われましたアンケートの結
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果によりますと、この討論会に対し、「大変よかった」、また「よかった」と答えた方が

７８％を占めており、このたびの市長選に対する市民の関心の高さを改めて感じた次第で

ございます。 

 この討論会でございますが、ローカルマニフェスト型討論会と銘打たれ、両立候補予定

者からマニフェストが提出されております。前述のアンケートによると、討論会開催時ま

でに支持する候補者を決めていなかった来場者のうち、５９％の人が、この討論会で投票

する候補者を決定しておられます。当日配布されたマニフェスト、また討論の内容が、有

権者の投票行動を大きく左右したということがわかるわけであります。 

 従来、選挙公約と呼ばれていたものとマニフェストとの大きな違いの一つに、その具体

性があると存じます。具体的な方針や施策、また事業が述べられていることで、有権者の

政治に対する関心を高め、また首長を選択する時点で、指示する候補者の進めようとする

施策に有権者が責任を負うということになります。マニフェストは、市政への住民参加と

いう点で大きな役割を果たしているわけであります。このたびの市長選挙の投票率が、前

回より約１２％、１２ポイントも増加したということは、このこととも無関係ではないと

存じております。 

 また、マニフェストを公表した候補が市長に当選した場合、議会は、市長がマニフェス

トで示した政策をしっかりと進めているかどうか、チェックする義務を負うものと考えま

す。討論会で提出されたマニフェストは、主催者の指定した様式に合わせたものでありま

すので、自由度という点でかなり制限があったとは存じますが、この資料の内容を中心に、

また討論会での松浦市長の発言とあわせて、幾つか質問をさせていただきたいと存じます。 

 まず１点目でございますが、討論会で配布された資料には、直ちに行う重点施策として、

「市民なんでも相談・すぐやる課の設置」ということが掲げられております。すぐやる課

といえば、松本清氏が千葉県松戸市長在任中、昭和４４年に、市役所は市民に役立つとこ

ろ、市民にとって役に立つ人がいるところということをモットーに、日本初の即応部門

「すぐやる課」を市役所に設置したものが有名であります。また、全国でも多くの自治体

に同様の役割の部課ができておりますが、それと同じようなものと考えてよろしいのでし

ょうか、具体的にどのようなものなのかお答えください。 

 次に、同じく直ちに行う重点施策の中で、「地区担当職員の配置」というものが挙げら

れております。これらは、本議会初日に行われた市長の所信表明の中でも触れられており

ますが、各地域に人口割で２名から５名程度の地区担当職員を配し、地域との連携をより

密にし、その実情把握に努めると述べられました。 

 しかし、市長がこれまで進めてこられ、またこのたびの市長選挙の中でも成果が上がっ

─ 104 ─ 



てきたと終始述べられていた行政改革の一環として、今年度より、出張所長の引き揚げ、

また公民館職員を含め全員を４分の３勤務の嘱託員にするなど、出張所機能の縮小が行わ

れております。さらに、３年経過後には、出張所の存廃についても検討する計画を立てら

れておられます。これらの施策と地区担当職員の配置という施策は、整合性がとれていな

いように思われますが、いかがでしょうか。 

 ３点目として、これも直ちに行う重点施策として挙げられておるものです。「移動市長

室」の開催というものがございました。所信表明でも触れられまして、市長が積極的に地

域に出向き、市民の皆様とひざを交えて自由闊達にお話しする中で市政への御意見をいた

だけるようにしようとするものということで、早速夏以降開催する予定ということでした

が、これまで行ってこられた地区懇談会も同様に行うということもおっしゃいました。こ

の地区懇談会と、今後行う予定の移動市長室、これがどのように違うのか、お答えくださ

い。 

 ４点目、これも直ちに行う重点施策ということで、「防府市パブリックコメント制度」

の確立というものを掲げておられました。討論会では、このパブリックコメント制度を指

して、これは住民投票条例につながっていくとの発言がございました。 

 私の知る限り、パブリックコメントとは、条例や計画などの一定の政策の策定に際し、

政策案と資料を公表し、それに対する意見や情報を広く募集し、また寄せられた意見等を

考慮して政策を決定するとともに、その意見等に対する考え方を公表することであり、一

方、住民投票とは、例えば原発やダム建設、大型公共事業、先ほども出ました市町村合併、

このようなものの是非について、また住民に大きな影響があると思われる課題について、

住民に問うために実施するものであり、パブリックコメント制度と住民投票とはかなり性

質の違うものと私は認識しております。パブリックコメント制度というものが、どのよう

に住民投票条例につながっていくのか、お聞かせください。 

 ５点目、４年間で行う重点施策として、「まちの駅と山頭火ふるさと館の開設」という

ことを挙げられております。これらの施策の実施について、民間の力を活用するという発

言がございました。具体的にはどういうことなのか、また財源について、行政改革の効果

額の中で十分出していけるとも発言されておりますので、どのくらいの予算を考えておら

れるのか、お聞かせください。 

 ６点目、同じく４年間で行う重点施策の中に、子育て支援、福祉施設の充実というもの

があり、その目標値として、各地区に「親子ふれあいコーナー」の設置ということを挙げ

られております。この親子ふれあいコーナーというものはどのようなものなのか、具体的

にお聞かせください。 
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 ７点目、上記以外の重点施策の中で、「汚水処理人口普及率の促進」が掲げられており

ます。これについて、向こう５年間、３５億円の事業費を確保しているという発言をされ

ました。３５億円のうち、１７億２，３５１万９，０００円は、内閣府より認定された

「蛍舞う清流と共生するふるさと防府再生計画」の中での交付金を指すものと思われます

が、これ以外の約１７億円の財源をお聞かせください。 

 最後に、上記以外の重点施策として掲げられている「ごみ処理施設の整備」についてで

すが、現在、耐用年数を過ぎている焼却炉の更新及びリサイクルセンターなどの設置を言

っておられるものと存じます。これらの実施には、かなりの費用がかかるはずであります

が、単独市政を形成していく中で、十分対応可能な財政シミュレーションの中に入ってい

るとの発言をされておられます。実際に、単独市政の中で可能なのか、お聞きいたします。 

 以上、このたびの市長選挙において松浦市長の示されたマニフェスト、また討論会での

発言について御質問いたします。誠意ある、また簡潔明瞭な御回答をお願い申し上げます。 

○議長（久保 玄爾君） １９番、伊藤議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） このたびの市長選挙におきまして、私が市民の皆様方にお訴え

いたしました政策課題について、市議会で説明することができる貴重な機会をいただきま

したこと、まずもってありがたく御礼申し上げます。 

 私は、市民一人ひとりが主役となる市政運営を推進することが極めて大切であると考え

ており、そのためには、市民の声を市政に反映させると同時に、市民の市政への参画を一

層推進していくことが重要であると考えております。住みやすいふるさとを創造するため

には、市民の皆様の御要望や御意見を効果的に市政に反映させることが重要であり、その

ためには、わかりやすい組織や機能の充実を図る必要があると考え、さきの選挙で多岐に

わたる公約を掲げ、市民の皆様の御理解をいただくとともに、厚い御信任をちょうだいい

たしましたところでございます。 

 この公開討論会における私のマニフェストについて、その達成度につきましては、毎年

私自身が評価し、記者会見等で発表する予定でありますことを付言させていただきます。 

 まず、質問の第１点目の「市民なんでも相談・すぐやる課」の設置についてお答えいた

します。 

 現在、本市におきましては、さまざまな方法で市民の皆様の御要望・御意見を広報広聴

課等において受け付けし、それぞれの担当部署が処理しておりますが、市民の皆様の中に

は、その仕組みがわかりにくく、内容によっては、市役所のどこに相談したらいいかわか

らない、また御要望等のその後の経過や結果の報告が十分でないという苦情を耳にしてい
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るところであります。 

 このため、現在の広報広聴課を発展的に改組の上、新たな部署を設置し、名称を変更す

るとともに、行政知識や市の組織機構を熟知している職員等を配置したいと考えておりま

す。したがって、その部署に行けば、すべてのことが相談でき、また担当部署を紹介して

もらえるような、市民の皆様がわかりやすく、何でも相談できる窓口の設置を考えており

ます。 

 さらには、関係部署と緊密な連携をとり、速やかに対応し、その御要望等ができるのか、

できないのか、また中間報告も含め、どのような結果となったのかを責任を持って迅速に

お知らせできる組織を考えております。 

 なお、この部署につきましては、人員配置等も必要となりますので、来年４月に設置す

ることにしておりますが、名称につきましては、市民の皆様にわかりやすく、誤解を招か

ないよう、さらに検討してまいりたいと考えております。 

 次に、第２点目の「地区担当職員の配置」についてお答えいたします。 

 地区担当職員制度は、地域自治会連合会を組織する地域を単位に、人口割で、原則とし

て２名から５名程度の、その地域に住む職員を配置し、地域と市担当課のパイプ役を務め

ることを目的に、行政情報の提供、地域ニーズの把握、地区の諸行事への参加等を担当さ

せることにしております。 

 この地区担当職員制度は、出張所の存廃とは全く関係のないものですが、この制度につ

きましても、来年の４月に担当部署へ職員を兼務配置の上、実施してまいりたいと考えて

おります。 

 なお、このたび出張所の組織の見直しを行いましたが、常勤職員のかわりに行政経験豊

富な嘱託職員を配置するとともに、公民館長を出張所長兼務として勤務日数を増やすなど、

市民サービス水準の維持には十分に配慮しており、決して出張所機能の縮小にはなってい

ないことを付言させていただきます。 

 第３点目の「移動市長室」と「地区懇談会」との違いについての御質問ですが、現在、

各地区自治会の主催で地区懇談会を開催しておりますが、これは事前に地域の御要望をお

聞きし、その事柄について、私と各担当部署で該当箇所の視察をするとともに、どういう

対応ができるのかを協議・検討し、開催日に部長等も同行の上、自治会の進行のもと、い

わゆる議会形式で質疑応答を行っているものでございまして、今後も引き続き行ってまい

りたいと考えております。 

 一方、お尋ねの移動市長室の開催につきましては、市役所の市長室ではなく、私と秘書

等の最少人数で積極的に地域に出向き、市民の皆様とひざを交えて自由闊達にお話しする
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時間をとることにより、市政への御意見やお気づきを気軽にいただけるようにしようとす

るもので、早速８月からの開催を考えております。 

 次に、「防府市パブリックコメント制度」の確立と「住民投票条例」の制定についての

御質問でございますが、市民一人ひとりが主役となったまちづくりを進める上では、広く

情報を公開し、情報の共有化を図り、政策課題に対してともに取り組むことが求められて

おります。 

 これまでも、地区懇談会や市長への提言箱など、さまざまな機会を通して市民の皆様の

声を聞いてまいりましたが、今後も市民の市政への参画をさらに推進し、市民と行政との

パートナーシップによる協働に発展させていくことが必要であると考えております。 

 御承知のとおり、パブリックコメント制度は、市の政策や施策の計画立案に当たり、広

く市民の皆様の御意見を求め、これを反映するために設ける制度であり、住民投票は、合

併問題など市の将来にかかわるような市政運営における極めて重要な事柄について、市民

の皆様の意思を直接問う制度でございます。 

 御質問のことについては、どちらの制度も市民参画という同じ視点に立った制度であり、

互いにつながりがあるという意味において、そのような発言をしたわけでございますが、

これらは市民の声を市政に反映し、市民参画と協働によるまちづくりを進めるための有効

な手段の一つであり、直ちに取り組むべき重要施策として、早期の制度化に向けて検討し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、「まちの駅、（仮称）山頭火ふるさと館の開設」についてお答えいたしま

す。 

 本市は、海・山・川の豊かな自然に恵まれ、歴史的・文化的遺産等さまざまな潜在的富

を有しております。これらの潜在的富を十二分に活かしたまちづくりを進めていくことが、

本市の発展に極めて大切なことであると考えております。 

 こうした中で、長年、観光振興に努力をしてきたところでございますが、このところの

状況を見ますと、決して十分な成果が上がっているとは思えません。したがいまして、い

ま一度原点からのしっかりとした見直しをしていくことが、今後のまちの活性化にもつな

がる重要施策の一つではなかろうかと考えているところであります。 

 そこで、主要観光資源を魅力ある散策ルートで結び、回遊性を高めるとともに、観光客

の滞在時間の増加が期待できる回遊拠点施設の整備がぜひとも必要であるとの思いの中で、

まちの駅、山頭火ふるさと館の開設の構想に至ったわけであります。 

 開設に向けましては、いずれの施設につきましても、民間主導の管理運営等を考えてお

りますので、民間関係団体、有識者との協議会を立ち上げ、御意見、御協力をいただきな
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がら十分検討し、結論を出していきたいと思っております。 

 大まかなイメージといたしましては、まちの駅につきましては、先ほど申し上げました

回遊拠点施設としての機能を有することが大切であり、大型バス等が多数駐車可能で、多

人数での利用が可能な食事どころ、実演販売もある土産物売り場、観光案内所などを備え

た県内観光の拠点の一つとして認定を受けるに足り得るような施設を想定しております。 

 また、（仮称）山頭火ふるさと館につきましては、資料、遺品等の展示並びに山頭火に

ちなんだ土産物の販売ができるような施設を想定しておりますが、実現に向けては、関係

者、関係団体のお知恵、御熱意、積極的な御協力がなくてはならないものと考えておりま

す。 

 次に、財源についてのお尋ねでございますが、本市は、県内他市に先駆けて、市民の皆

様の御理解、御協力を賜り、平成１３年度から第三次行政改革に取り組んでまいりました

結果、平成１７年度までの４年間で１８億円もの効果を上げることができたところでござ

います。 

 また現在、後期計画の２年目として、なお一層の改革に取り組んでいるところでありま

すが、これらの事業については、民間の御協力をいただくことなどもあり、それほど多く

の経費が必要になるとは考えておりませんので、今後の行革努力により得られる効果額の

範囲内で十分に実施が可能であると考えており、そのような意味で、財源については、行

政改革の効果額の中で十分出していけると、そのように申し上げたものでございます。 

 次に、「親子ふれあいコーナー」についてお答えいたします。 

 現在、保育所や幼稚園を利用せずに、在宅で子育てをしておられる母親などにとっては、

家庭内で不安や負担などのストレスを抱え込むケースが多いと言われております。したが

いまして、このようなストレスを解消し、児童虐待などという最悪の事態を招かないよう

な支援策が必要とされております。 

 その支援策の一つといたしまして、子育て中の母親などが、子どもとともに気軽に自由

に集い、触れ合い、語り合い、また子育てに関する不安や悩みを親同士で相談できる場と

して、親子ふれあいコーナーを設置しようといたしております。 

 次に、「汚水処理人口普及率の促進」におけます事業費の確保についての御質問にお答

えいたします。 

 私が市長に就任いたしました８年前、本市の平成９年度末汚水処理人口普及率は

４７．３％であり、全国平均の６４．１％、山口県平均の５２．６％と比べ、低い水準に

ございましたが、平成１７年度末の普及率は７１．１％と、７０％を超えるまでに普及し

てきたところでございます。 
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 平成１６年度末までの５年間の伸び率を見ましても、本市においては１６．３％増と急

上昇しておりまして、全国平均の１０．５％増、山口県平均の１１．７％増を大きく上回

っております。これらは、公共下水道を積極的に整備し、また佐波川清流保全条例の制定

や、清流保全区域における合併処理浄化槽の上乗せ補助を実施するなど、市長就任以来、

汚水処理施設整備を本市の最重要施策と位置づけ、推進してまいりました成果と考えてお

ります。 

 国においては、三位一体改革の中で、公共事業関係の国庫補助金が削減されてきており、

財源確保が重要な課題となっておりますが、一方で、地方公共団体が行う自主的・自律的

な取り組みによる地域活性化の再生等を、省庁間の枠を超えて支援する地域再生法が昨年

制定されたところでございます。 

 このような状況の中、佐波川の清流を守り抜き、市内の水路、河川の水質を向上してい

くことを内容とする地域再生計画「蛍舞う清流と共生するふるさと防府再生計画」を申請

し、平成１７年１１月２２日に内閣府から認定されたところでございます。 

 これによりまして、地域再生法の特別措置の一つである汚水処理施設整備交付金を、公

共下水道事業及び合併処理浄化槽設置事業を対象に受けることになり、平成１７年度から

平成２１年度までの５カ年で、対象事業費として３６億５，３００万円余り、交付金とし

て１７億２，３００万円余りを確保したところでございます。 

 これら汚水処理施設は、生活環境の改善や公共水域の水質保全・向上のために極めて重

要な施設であり、普及途上にあります本市におきましては、今後とも、その整備促進が重

要課題であると考えております。この交付金を活用し、平成２２年度末の汚水処理人口普

及率を８５％まで向上することを目標に、公共下水道整備や合併処理浄化槽の普及に努め

てまいる所存でございます。 

 最後に、「ごみ処理施設の整備」についての御質問でございますが、これにつきまして

は、規模ややり方等により、いろいろな方法が考えられますが、いずれにいたしましても、

多大な経費が見込まれますことから、私は今日まで市債の発行を抑制し、後年度の負担の

軽減に努めるとともに、基金の積み増しにも努めてまいりました。 

 その結果、就任時と比較して、市債残高は約６０億円の減少を達成することができまし

たし、一方では、基金残高は、財政調整基金と減債基金を合わせて、平成１７年度末まで

で約１４億４，０００万円を積み増し、約５２億円にも達しておりますことから、今後の

財政運営の中で、ごみ処理施設の整備について、十分対応できると考えております。 

 なお、本市は単独市政を歩むこととなりますが、他市に先駆けて行政改革を実施してま

いりましたので、財政構造の弾力性を示す指標であります経常収支比率は県内トップレベ
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ルとなってきておりますし、起債制限比率につきましても、格段の改善を示してまいりま

した。 

 今後も、引き続き行革の手綱を緩めることなく、むだのないスリムな行政を目指し、他

市に負けない市民サービスにも十分配慮しながら、より一層の市民生活の向上に努めてま

いりますので、議会の議員各位、皆様方のさらなる御理解と御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 以上で、御答弁申し上げました。 

○議長（久保 玄爾君） １９番。 

○１９番（伊藤  央君） それでは、自席より質問させていただきます。 

 壇上でも述べましたけども、１番の「市民なんでも相談・すぐやる課」についてですが、

松戸市で導入されたのが先ほど申しましたとおり昭和４４年で、６年後には全国各地

３００以上の自治体で同様、同名の部課ができております。これは、行政サービスの機動

性を高める目的のほか、行政マンは常に市民の側に立った視点で、行政サービスを通して

市民に奉仕するという姿勢を徹底する目的もあったのではないかと思われます。 

 昭和４４年といいますと、私が生まれた年でございます。およそそのぐらいの年月がた

った今、行政が迅速で親切な対応をするということは、もう当たり前の時代になっている

のではないかというふうに私は思っております。今、すぐやる課というものを設置するよ

り、例えば市職員の間にそういった意識の徹底を図っていけば、すべての部課がすぐやる

課になる、より市民に満足いただけるサービスができるのではないかというふうに考えま

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君）  私も全く同様の考えで、市長に就任以来、市の職員の、実は

８年前はいろいろ事件もあった直後でございましたし、市の職員の意識もかなり低下して

いたと思っております。意識改革を大いに求めて、しっかりしてきた市役所になってきて

いると、私はそのように感じております。 

 おりますが、一方、市民の皆様方は、日常いろんな問題、いろいろなお気づきなどがあ

るわけでありまして、その生じた事柄をどこに行ったらいいのかなかなかわからない、ど

このところへ相談したらいいのかわからないなと。これをわかりやすく、そういうことは

ここだよと言ってくれるようなお示し方を、行政の立場から言うとお示し方、示し方をし

てほしいなと、こういうふうな御要望が数多く実は寄せられているわけでありまして、私

は、まずはそういう市民のお気持ちに立って、どこへ行ったらいいかわからんなというよ

うな、少なくともそういうお悩みは解消し、そして迅速に対応していく、またその御報告
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もさせていただく、そういうシステムを組織機構の中に設ける必要があると、そのように

感じたところでございます。 

○議長（久保 玄爾君） １９番。 

○１９番（伊藤  央君） よくわかりました。しかし、窓口というか、案内がしっかり

していただければ、これは十分そこで対応可能なことと思いますし、やはり市民一人ひと

りの意識の徹底ということが必要だと考えます。 

 以前、総務委員会の所管事務調査の中で、職員提案のコンテストの優秀者の発表という

ようなものがありましたが、その中で接遇マニュアルというものを作成、またそして徹底

するというような提案があったように記憶しておりますが、その後、その接遇マニュアル

について、何か実施しているとか、採用されておられますでしょうか。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） この職員提案制度もようやく板についてきて、実は平成１１年

から社会人採用というものを市の職員の中に設けました。職員採用制度の中に社会人経験

者を採用するという枠を設けました。それによって、今日まで１７名の社会人経験者が採

用されてきたわけですけども、その若い社会人の経験のある人たちがいろいろな意見を出

して、彼らは毎月勉強会も開いておるように聞いておりますが、そうした中から出てくる

いろいろなものを一堂に会して、いろいろな職員の、ほかの職員の方々も全部が交わった

中で、職員提案制度というものが毎年発表されてきている。テーマを決めて、観光テーマ

という形で職員提案を募ったこともございますし、行政改革という中で出てきたものもご

ざいます。 

 そうした中で、接遇マニュアルということについて、ある若手の職員が、こういうもの

もすばらしいことだということで出してきたと聞いております。私が聞いておるところで

は、市制施行７０周年の８月２５日にそのようなものを発表するのか、あるいはその接遇

マニュアルについての意見発表があるのか、何かその辺のことを昨年の秋ごろ聞いた記憶

がありますが、言葉が足らないところは、助役なり担当の部長から補足してもらいたいと

思っております。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 総務委員会の所管事務調査で、せっかく職員からの事務提案、

改善がありましたことについては御紹介させていただきました。 

 その後ですが、この３月、４月になりまして、じゃあ職員の横断的なプロジェクトチー

ムをつくってみようじゃないかというところで、接遇マニュアルをつくるためのプロジェ

クトチームを今つくっております。ちょっとサブタイトルは忘れましたが、元気プロジェ
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クト、ちょっとプロジェクト名は忘れましたが、自分たちで名前をネーミングしてつくっ

ております。 

 今、市長が申し上げましたように、できれば８月２５日の市制７０周年記念で、接遇向

上宣言等が出せればいいんじゃないかなということで、鋭意プロジェクトチームで検討を

重ねているというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） １９番。 

○１９番（伊藤  央君） ありがとうございます。ぜひ、組織改革とともに、組織とい

うのは人が固まってできてるものですから、その一人ひとりの意識の改革というものをさ

らに進めていただきたいというふうに御要望して、この項を終わります。 

 ２点目、地区担当職員の配置というのが出張所機能の縮小と整合性がとれてないんじゃ

ないかということで御質問したわけでございますが、縮小にはつながっておらんというお

答えでございました。 

 各地域、とりわけ周辺部の地域においては、公民館、また出張所というのが、地域のコ

ミュニケーションを図る上で大変重要な役割を果たしております。また、地区担当職員と

いうものに求めようとされておられます行政とのパイプ役という意味でも、大変大きな役

割を果たしておるように私は思っております。 

 ４月のこの発表を受け、また３年後、存廃を検討するということについて、大変残念が

っておられ、また不安がっておられるというような市民の声が私のところにも大変多く入

っておりますので、ぜひともいま一度御検討いただくよう御要望しておきます。 

 ちょっと時間がございませんので、７番目の汚水処理人口普及率についての財源の問題

をお聞きしますけども、今の御答弁の中では、結局１７億円が交付金として確保されてお

るということですが、その残りの１７億円に関して、この出どころというのはどこなのか、

具体的に教えてください。 

○議長（久保 玄爾君） 土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（金子 正幸君） ただいまの交付金の１７億円についての内訳をお

知らせいたします。内訳で……。 

○議長（久保 玄爾君） 暫時休憩します。 

午後 ２時２６分 休憩 

───────────────────────────────────────── 

午後 ２時２８分 開議 

○議長（久保 玄爾君） 休憩を閉じて、会議を再開します。 
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 土木都市建設部長。 

○土木都市建設部長（金子 正幸君） 交付金の残りの内訳を申し上げます。 

 先ほどの、ちょっとなぞらせていただきますが、３６億５，３５５万７，０００円の対

象事業費に対しまして、先ほど申された交付金が１７億２，３５９万円でございます。 

 その残額の内訳としましては、公共下水道の対象事業費は３０億３，４００万円で、交

付金は１５億１，７００万円でございます。あとの合併処理浄化槽の対象事業費は６億

１，９５５万７，０００円で、交付金は２億６５９万１，０００円でございます。 

 公共下水道事業費の対象事業費は、幹線、主要幹線等、従前の補助対象相当額でござい

まして、そのうちの残りは、あと県から補助金が３分の１、一般財源が３分の１でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） １９番。 

○１９番（伊藤  央君） この中で、起債というものは行うのですか、行わないのです

か。 

○議長（久保 玄爾君） 財務部長。 

○財務部長（中村  隆君） 通常の交付金及び通常の補助事業でございますけれど、こ

れは補助裏の─補助裏と申しますのは補助の残りでございますけれど、その９０％につ

いて、起債が充当されます。 

 また、建設費の一財部分でございますが、これは私どもの繰出基準で、一般会計から繰

り出しをするというふうな取り決めになっております。 

○議長（久保 玄爾君） １９番。 

○１９番（伊藤  央君） わかりました。 

 それでは、最後、ごみ処理施設の整備のところですけれども、大変なお金がかかるとい

うことは市長も認められておるわけですけども、５２億円の基金残高があると。そして、

市債残高も随分減っておるということで、十分できるというお答えでございました。 

 私がちょっとお聞きしたところによりますと、大まかな計画で、総事業費で１５０億ぐ

らいかかるのではないかということをお聞きしております。 

 市長も、討論会で、かなり率のいい補助があるというふうにおっしゃってましたけども、

交付金というのは、補助対象の３分の１と考えていいんだと思うんですが、例えば幾らそ

の基金からお使いになるのかわかりませんが、１００億円、起債に頼ると考えますと、市

民１人当たりの市債残高というものは、あっという間に、大ざっぱに８万ちょっと、８万

３，０００円ぐらい増える計算になると思います。市長、討論会で合併問題を論じる中で、
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山口の１人当たりの市債残高は４９万円だと。防府市は３２万円、格段の違いであるとい

うことをおっしゃいました。単純に、今、防府市が３２万とすると、８万円を足すと、も

う４０万円ちょっとと。 

 また、マニフェストでもお約束されておられますスポーツセンター体育館の建設、また

先ほどの下水道事業に係る起債を含めると、まだまだ市債残高というのは、もしかすると

増えていくのかというふうに考えてしまうわけでございますが、また大型公共施設の整備

とか、また下水道整備についても、防府市よりも若干進んでおると思われる山口市が、も

し合併によるスケールメリットを生かして、さらなる、これから財政の健全化というもの

に努めていかれて、そしてそれに成功すれば、もしかすると市民１人当たりの市債残高と

いうのは、防府市が山口に追いついてしまうか、追い抜くかということもないとは言えな

いと思うわけです。 

 それを踏まえた上でも、単独市政でも十分大丈夫なんだというふうにおっしゃるのでし

ょうか。お教えください。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 細かい数字のことについてはまた補足させますが、要は、相手

側のいいところだけを見ていけば、それはよく見えるでしょうし、私どもの方の不安材料

を、一生懸命になって不安材料をさらに根を掘っていけば、さらに不安材料は増幅してく

るのではないでしょうか。 

 それは、他人様のことはいろいろうらやましく見えることもあるかもしれない。自分の

方は先細りで、いろいろつらいなと思うことがそれは見えるかもしれない。これは物の考

え方なんです。 

 しっかりとした、自分たちのふるさとを、自分たちの先人が築き上げてくれたものを、

誇りを持ってこれを守り抜いていく、あるいはこれからもきちっとした市政運営をしてい

くんだという強い姿勢のもとに諸事を行っておく。したがって、行政改革も手綱を緩める

ことなく、さらに聖域を設けることなく、行政改革もしっかり取り組んでいく、そういう

姿勢をしっかり堅持することによって、どのような問題点があろうとも、例えば今おっし

ゃったようなごみ処理の焼却場の問題とか、あるいは下水道事業の問題とか、あるいはス

ポーツセンターの新築の問題とか、私はそんな大した、将来、防府市がやっていけない、

やっていけないと不安がるような材料のものでは何らないと、このように私は感じており

ます。 

○議長（久保 玄爾君） １９番。 

○１９番（伊藤  央君） 安心していいのか、まだまだ私は不安でございますけども、
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聖域なく改革を行っていくということでございますので、合併ということも聖域にしない

でいただきたいと。今後も、頭の片隅にはやっぱり置いておかれることが必要なんではな

いかということを申しておきます。 

 こういった、市長の公約についてというか、マニフェストについていろいろお聞きして

おりますと、根掘り葉掘りというような印象を持たれるような質問になってしまうんです

が、これはやっぱり市長が出されておられたマニフェストに大きな問題があるように私は

感じるわけでございます。従来の選挙公約とマニフェストの違いというものについて、市

長は何だと思っておられますでしょうか。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 私は、基本的には変わらないと思っておりますが、ああいう形

で、今はやりの公開討論会というようなことも実施され、そこで直ちに行う政策はという

問いに対して、これこれとお答えし、しからば与えられる４年間の任期の間ではどういう

ことですかという問いに対して、これこれですということをお答えしたことは極めて大切

なことであると。 

 したがいまして、その検証は、みずからが年に一度は記者会見の場できちっと検証させ

ていただき、市民に御理解と御批判等あわせていただくように、できなければできない理

由もはっきり御説明していくということが必要なことであると、そのように私は考えてお

ります。 

 それから、もう一言つけ加えておきますが、地区担当職員の配置というのは、出張所が

どうこうとかいう、出張所の正規の職員が今はおりませんのですが、そのかわり、行政に

非常に詳しい部長経験者のような方々が公民館長兼務で出張所長を兼務しておられる。今

の防府市の出張所体制を補完するものでは全くないんです。全く違います。 

 出張所体制は出張所体制として、現在あるものは堅持をしていく。それをきちっと守り

ながら、しかも今までその地域に住んでいる市の職員でありながらも、往々にして市の職

員だからということで、余りいろいろな地域の事柄にはあえて遠慮して出向かなかったり、

口を入れたりしない、あるいはなるたけならお話を持ってこられないようにというような

感覚が少しあったような気がするので、そうではなくて、積極的に地区のいろいろな事柄、

自分が住んでいる地域の事柄について、積極的にお手伝いいたしますよと、そういう感覚、

感性を身につけさせたいという思いの中で、地区担当職員という制度をつくろうと。 

 これは、別に財源を伴うことでも何でもありません。それぞれが意識をそういうふうに

持てばいいわけのことでございますので、そういう趣旨でありますから、全く出張所制度

をどうのこうのとは関係のないことだということを、誤解のないようにお願いしておきた
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いと思います。 

○議長（久保 玄爾君） １９番。 

○１９番（伊藤  央君） 話を前へ一遍戻します。 

 マニフェストは、候補者と有権者の交わす契約文書であると私は思っております。同じ

ものとおっしゃいましたけども、私は、従来の選挙公約と大きく違う点は、掲げた政策、

また施策、具体的事業、こういったものが具体性を持っているかどうか。具体性を持たせ

るには、数値目標、期限、財源、手法というものが、ある程度明記されていなければなら

ないと思います。 

 せんだっての討論会においても、資料には目標値達成期限、手法、財源を記入してくだ

さいというふうに書いてございましたが、ほとんどのものについて、手法、財源というも

のが書かれておりませんでした。ちょっとマニフェストというにはお粗末かなという印象

を受けた次第でございます。 

 主催者の様式にのっとってということでございますが、市長の後援会が発行された活動

報告紙にも、マニフェストということでいろいろなことをお約束されておりますけれども、

やはりこれにも財源、そして手法、実施計画ということは全く書かれておりません。他市

の立候補者のマニフェストと比べると、相当これは見劣りするものと言わざるを得ないわ

けであります。 

 これは、実施するために真剣に取り組んでいただくことはもちろんでございますが、現

時点でどのように取り組んでおられますか、簡潔にお教えください。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 多少立場が違う御質問なので、明確なお答えになるかどうかわ

かりませんが、私は現職の市長として責任のあるマニフェストをお示ししていく、そうい

う立場に選挙前からあったわけでございますから、その立場の中で十分マニフェストを記

入いたしたつもりでございますし、そのことについては、再選を市民から託された直後か

ら、既に部内において、るる協議並びに検討に入るよう指示いたしておりますので、仕上

げをゆっくりごらんいただけたらと思っております。 

○議長（久保 玄爾君） １９番。 

○１９番（伊藤  央君） 市長は、ローカルマニフェスト推進首長連盟という団体を御

存じだと思います。マニフェストというものを調べるうちにたどり着いた団体でございま

すが、市長はこのメンバーになっていらっしゃる。ホームページ上ではそうなっておりま

す。 

 この連盟でも、マニフェストというものがこれでよいというような考え方なのかどうか
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大変疑問に思うところでございますが、実施計画について、しっかりと行っていただきた

いということであります。 

 ある例を最後に出させていただきます。ある本で知ったことでございますが、平成

１５年、マニフェストを掲げて当選された佐賀県の古川知事、当選後、初登庁から１カ月

半の間に、ローカルマニフェストの内容と現行の総合計画の整合性をチェックした上で、

計画を改定することなく継承することを決め、当該計画の重点実施項目としてみずからの

ローカルマニフェストの内容を位置づけ、その大部分の項目は、議会で承認を得て予算化

するまでの作業を行われたと。 

 初登庁の４月２３日、ローカルマニフェストの具現化について部長会議で指示を出され、

５月１２日には、三役、部局長、教育長、警察本部長などで構成し、ローカルマニフェス

トの対応方針等を決定するマニフェスト検討会議を設置するとともに、課長、副課長、担

当係長、担当者で構成するマニフェスト検討会を開催されました。 

 また、県民の声をじかに聞く緊急対話集会も開催するなど、１カ月半の間に政策検討会

議を２回、マニフェスト検討会を８回、緊急対話集会７回という集中的な討議を行われて

おります。こうした努力によって、ローカルマニフェストに掲げた４９項目のうち３１項

目を、６月の補正予算で早くも予算措置というものをされておるわけです。 

 マニフェストを絵にかいたもちにしないためには、これほどのエネルギーを要するとい

うことでしょうが、それほどの覚悟を持ってマニフェストを作成するということも必要で

あると思いますので、実行にはぜひ真剣に取り組んでいただきたいと。そして、自己評価

だけでなく、できれば客観的な評価をするような委員会を立ち上げる等もお願いしておき

ます。 

 三位一体改革が進んでおりますので、どんどんと地方自治の推進が進んでおり、いろい

ろこのマニフェスト、不備はあるものの、初めての、防府ではローカルマニフェストを掲

げた選挙であったと思います。地方分権時代を迎え、我々議会の重要性もさらに高まって

おることでありますので、ローカルマニフェストに掲げられた政策の実施、そして達成状

況を含め、行政のチェック機能という役割を私たちもしっかりと果たす努力をしていくこ

とをお約束しまして、質問を終わります。 

○議長（久保 玄爾君） 以上で、１９番、伊藤議員の質問を終わります。 

 ここで１０分間ほど休憩します。 

午後 ２時４４分 休憩 

───────────────────────────────────────── 

午後 ２時５５分 開議 
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○議長（久保 玄爾君） 休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

 次は、１８番、今津議員。 

〔１８番 今津 誠一君 登壇〕 

○１８番（今津 誠一君） 松浦市長には、今回の選挙での大勝利、まことにおめでとう

ございます。大勝利の要因は何であったか、市民の求めていたことは何であったか、十分

分析のことと思います。その市民の負託にこたえ、市民満足度の高い行政運営をお願いし

たいと思います。私も、非はノーとはっきり申しますが、是は積極的に支援してまいりた

いと思います。 

 それでは、通告に従い順次質問させていただきますが、本日７月３日は、私の５９回目

の誕生日でございます。誕生祝いに、すばらしい回答をぜひお願い申し上げます。 

 このたび第三次防府市総合計画後期基本計画ができ上がりました。これにより、総合的

な政策課題が明らかにされていますが、これの実現のための具体的施策が明確に示されて

いるわけではありません。 

 そこで、お尋ねしたいのは、政策実現のための具体的施策を、どのような組織体制で、

あるいはシステムで考えていこうとされているのかという点です。 

 例えば、この計画は、企画課を中心に総合的施策課題が明らかにされたと思いますが、

今後はそれをそれぞれの課に丸投げして、それぞれの課が独自に具体的施策を考えるとい

うことになるのか、あるいは企画課とそれぞれの課が協議しながら具体的施策を考えるの

か、あるいはまたそこに市民の知恵や議会の知恵や政策プロの知恵を入れながら具体的施

策を考えるのか、この点について明らかにしていただきたいと思います。 

 次に、防府市の教育改革、特に学力向上プロジェクトの立ち上げについてお尋ねいたし

ます。 

 今、ベストセラーとなっている「国家の品格」という本の著者である藤原正彦氏は、そ

の中で、国の政策で最も大事なものは教育である。経済などというものは、いつの世も浮

き沈みのあるもので大したことではない。時代を担う人材を育てる教育こそ最も大事なこ

とである。特に、物的資源のない日本は、人材こそが最大の資源であると述べています。 

 その教育が、今、少しおかしくなっています。文部科学省のゆとり教育によって、子ど

もたちの学力低下が指摘されています。そこで、このゆとり教育をどう改めるべきかにつ

いてお尋ねしたいと思います。 

 「ゆとり教育が日本を滅ぼす」という著作の中で、ユニークな教育実践例を紹介し、ゆ

とり教育の間違いを指摘した一文があります。 

 兵庫県朝来町は人口約７，０００人余りの町ですが、この町の山口小学校で文部科学省
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のゆとり教育を否定するようなユニークな教育が行われています。１０数年前から、当時

同校で教鞭をとっていた陰山英男教授を中心に実践した詰め込み反復学習法です。例えば、

算数の授業の冒頭の５分間、縦１０列、横１０列に数字を並べて加減乗除する問題を解く

１００ます計算をさせ、ストップウオッチでタイムをはかり、競いながら解いていきます。

大人がやっても五、六分かかるが、早い子は１分少々で解いてしまいます。 

 国語の授業では、文章を音読して暗唱します。クラス全員が大きな声で伊勢物語や枕草

子、徒然草、平家物語等の長い難しい文章を暗唱します。子どもたちの脳はやわらかく、

こうした詰め込み教育でどんどん鍛えられ、集中力を高めます。 

 反復教育で基礎的能力が身につくと、いろいろな応用問題を解くことができるようにな

ります。そうすると、子どもたちにとって学校は楽しい場所となり、子どもたちは競うこ

との楽しさの中で自然に知識を身につけていきます。学力がつけば自信もつき、すべてに

前向きに取り組む姿勢が目立ち始めます。体育のレベルも向上し、いじめや非行もなく、

家庭での生活態度もしっかりしてきます。 

 この山口小学校の子どもたちの成長ぶりが何を意味しているか。それは、文部科学省の

教育政策が間違っていたということです。ゆとり教育、創造性教育は、基礎学力のない子

どもには効果がないことが判明しましたという一文です。 

 ゆとり教育によってもたらされた学力の低下現象は、当然防府市の子どもにも及んでい

ると思いますが、この現況をどうやって一日も早く改めていくか、教育関係者の大きな課

題です。 

 そんな中、山陽小野田市は、市長並びに教育長主導のもと、小・中・高の教員を主たる

メンバーとした学校教育研究会を立ち上げ、学校教育の振興を目指した取り組みを開始し

ました。本年４月より、陰山英男教授を総合監修に迎え、「生活改善・学力向上プロジェ

クト」と銘打って、家庭での生活改善による体と心の土台づくりと、学校でのモジュール

授業による脳と学ぶ心の土台づくりを始めました。 

 今の子どもたちは、学ぶことへの意欲が低く、自信も持てず、将来への大きな希望もな

く、体力も落ちていること、またこのことが不登校やいじめ、学級崩壊、さらにはニート

やキレやすい若者の増加などと密接につながっているとし、このような現象を現代日本の

最大の問題と位置づけ、この対策に取り組み始めました。 

 去る５月２８日、このプロジェクトの一環として、山陽小野田市文化会館において、陰

山教授の生徒の学力づくりについての教育講演会が開催されました。私は、以前から氏の

指導法とその成果に強い関心を持っていましたので、同僚議員とともにこの講演を聞きに

行ってまいりました。 
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 この講演の中でメモした内容を一部紹介しますと、１、日本の家庭教育は世界最低水準

である。世界で最もテレビを見る子どもは日本、世界で最も勉強しない子どもも日本であ

る。こういった事実が認識されていない。これが教育論議が混迷する理由である。 

 ２点目、学力の向上には生活改善が不可欠。そこで、早寝早起き、朝御飯を提唱し、テ

レビ、ゲーム、パソコンを少時間にするよう指導した結果、学力が３割アップした。寝る

子は育つというが、学力低下の理由は睡眠不足。また、朝御飯を食べない子どもは脳の回

転が悪い。 

 ３、脳は筋肉に近い。鍛えると強くなる。脳は、読み・書き・計算の反復学習によって

鍛えられる。昔の寺小屋教育が原点。知能指数は、脳のトレーニングで伸びる。陰山教授

が公募採用された尾道市の土堂小学校で調査したところ、平成１６年、ＩＱ平均が

１１３だったものが、１７年には１１５にアップし、またＩＱ１２０以上が、平成１６年

には２８％であったものが、平成１７年には４２％にアップした。 

 ４、漢字の習得は学力アップの基礎的条件。反復学習で、土堂小学校では、漢字の検定

試験に９７％合格。これは全国トップクラス。 

 ５、これまでゆとり教育で教育の原点をおろそかにしたところに学力低下の大きな原因

がある等々です。 

 陰山教授は、この講演会の冒頭、山陽小野田市の学力向上プロジェクトの成功を

１００％確信すると宣言されたことが鮮烈でした。かつて、日曜日の朝放映される報道

２００１という番組に陰山氏が出演し、今紹介したような話をし、一緒に出演したゲスト

もこれを絶賛し、こういった教育を一点突破、全面拡大で全国に拡大すべきだと主張しま

した。 

 そこで、私は、翌日、教育長を訪ね、このことを伝え、防府市も陰山メソッドを採用す

るよう進言しました。教育長も御記憶のことと思います。しかし、残念ながら、全くリア

クションがありませんでした。 

 このたび山陽小野田市がこれを採用し、私は今じだんだを踏む思いでいます。山陽小野

田市におくれをとりましたが、一日も早く防府市の子どもたちの学力の向上のために、

「生活改善・学力向上プロジェクト」を立ち上げてほしいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 最後に、「まち全体を花と緑の植物園構想」についてお尋ねいたします。 

 近年、花や緑に心の豊かさや心のいやしを求める人々が増えているように思います。例

えば、家庭でガーデニングを楽しむ人々、あるいはツアーを組んで仲間と花観光に出かけ

る人々も多いようです。私は、５月にオープンした柳井のフラワーランドと和木町のバラ
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園に行ってみましたが、いずれも入園者が予想以上に多く、改めて現代人が花や緑に何か

を求めていることを再認識しました。 

 さて、私は以前から、防府市に植物園か、あるいは何かの花のスポットがあったらいい

がと思っていました。ただ、植物園は、その建設にかなりの金がかかるので、ほかに何か

これにかわる安上がりで市民の心をいやす方策はないかと思案していましたが、ふと思い

ついたのが、まちのどこかに植物園をつくるという発想を超えて、まち全体が花と緑の植

物園と考え、市民と協働でまちじゅうに花や緑を育てたらどうだろうかということでした。 

 まちの至るところに花と緑のスポットがあって、四季折々の花が見られる。そうなれば、

市民は日常の生活の中で、いつでも、どこでも、だれでも、ただで花を観賞することがで

きます。さらに、まちの景観は向上し、独特の情緒を醸し、観光客等来訪者にも好印象を

与え、市民の情操の高揚にも貢献すると思います。 

 そこで、一石数鳥の効果のあるこの構想をいかに実現化するかですが、まず考えるべき

ことは、第１に、どこに植えるか、第２に、だれが植えるかです。第１のどこに植えるか

については、基本的には市内の植栽可能な土地すべてです。ただ、一定のエリアを確保す

るには、市有地と休耕田を対象と考えています。第２のだれが植えるかについては、先ほ

ど申しましたとおり市民です。花と緑のボランティア団体に植栽と管理を任せます。市は、

ボランティア団体の募集と種苗代程度を負担します。この構想は、一挙に市内全域でスタ

ートするのではなく、植栽可能な土地を探しながら、少しずつ拡大していけばと思ってお

ります。 

 この構想の概略を簡単に申しましたが、どのような評価をいただけますでしょうか、お

答え願います。 

 私は、かつて、原田市長の時代でしたが、市内の緑化比率をもっと高めようと緑の予算

を要求しました。しかし、当時は赤字再建団体の一歩手前で、それもかなわず、それなら

市民の手によって緑を増やそうと記念樹の植栽制度を提案し、それを採用してもらったこ

とがあります。２０年を経過して、今では１，０００本近い緑が育っています。このたび

も前向きに考えていただきますようお願いいたしまして、壇上での質問を終わります。 

○議長（久保 玄爾君） １８番、今津議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  ５９歳のお誕生日ということで、おめでとうございます。

３７歳で議席を得られたと思っておりますが、今日までの御尽力に心から敬意を表します。 

 私からは、第三次防府市総合計画後期基本計画についての御質問にお答えいたします。 

 後期基本計画につきましては、平成１２年度に策定した第三次防府市総合計画の基本構
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想の施策の大綱を基本として、本年度以降５年度間に推進しようとする基本的施策を体系

的に明らかにするため、本年３月に策定したものでございます。 

 策定に当たりましては、公募委員を含めた市民による「防府市まちづくり委員会」を設

置し、あるいは議員の有志の方々による「議員まちづくり委員会」で御意見をいただいて

きたところでございます。 

 計画の中では、さまざまな施策を掲げておりますが、策定に当たっては、その実効性、

具体性を確保するという側面から、基本計画を補完するため、このたび初めて実行計画

「ほうふ元気プラン」を策定いたしました。この実行計画におきましては、推進方向や目

標とする指標などを掲げ、これを実現するための具体的事業を明らかにするなど、より具

体的な推進方策を定め、一層の情報開示を行い、実効性の確保を図っております。 

 御質問の計画内容を実現するための組織体制につきましては、必要に応じて横断的なプ

ロジェクトを組むことなど、対応してまいりたいと考えております。 

 また、職員の意識についてでございますが、このたびの計画策定過程におきましては、

行政評価の考え方を導入いたしました。 

 現状と課題の分析に始まり、市民アンケートの分析結果などの市民ニーズを検討し、現

状をどう変えたいのか、ゴールや目標とする指標を定め、そのためにはどんな事業を実施

していくかといった一からの分析、積み上げを各部、各課、各職員が行ってまいりました。

その過程は、つぶさにまちづくり委員会などでお示ししてまいりましたが、このような行

政評価などを行うことにより、職員の資質の向上と施策の具体性の確保が図られていくと

考えております。 

 また、事業の実施につきましては、毎年、事業の有効性などを検討しながら実施計画を

策定しているところですが、今年度からは、実施計画の策定過程において、各個別事業を

検証するため、必要性、事業効果、公益性などさまざまな観点から評価・検討する事務事

業評価の考え方を導入することとしております。 

 今後は、これらの制度の実施を通じて、一層の実効性の確保を図ってまいりたいと考え

ております。 

 残余の御質問につきましては、教育長、産業振興部長より答弁いたします。 

○議長（久保 玄爾君） １８番。 

○１８番（今津 誠一君） ただいま政策実現のための具体的施策をどのような組織体制

で考えていくのかということに対しまして、市長から横断的なプロジェクトを組んで対応

していくと、こういう回答でございました。 

 まず、お尋ねいたしますが、この横断的プロジェクトの組織の概要について簡単に説明
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していただければと思います。大体何人規模で、あるいはいつから始めていくとかという

点について。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 全体の進捗というのは、実施計画等で進捗をチェックしますけ

れども、横断的なプロジェクトを組む云々ですが、例えば議会でもいろいろ御質問等いた

だいております体育館の建設については、体育館の建設の庁内の横断的組織をつくってお

ります。また、先ほどありました焼却場の建設につきましても、横断的な組織をつくって

おります。また、今後、議会におかれましては、観光等の調査特別委員会も設置されまし

たので、これらはこれから横断的な組織をつくらなくてはいけないかなというふうに思っ

ております。 

 そのほかにも、いろんな施策を実施するためには、例えばＩＴの推進本部とか、あるい

は行革の推進本部会議とかいう、いわゆる横断的なものを持っておりますので、ものによ

りましては、そういった横断的なものをつくっていきたいというふうに思っております。 

 なお、先ほどありました接遇向上につきましても、これは若い方のチームでありますけ

れども、横断的なチームをつくって、接遇向上に向かっていこうという横断的なものをつ

くっております。 

 以上であります。 

○議長（久保 玄爾君） １８番。 

○１８番（今津 誠一君） それでは確認しますが、要するに個々の施策について、それ

ぞれこのプロジェクトを組んで対応するということですか。 

 私、ちょっと勘違いしてましたが、私は総合的な政策課題について、何かこういうプロ

ジェクトで対応していくのかと思っておりましたが、個々にやっていくということですね。 

 さて、その辺で本当にどうなのかと思いますが、ちょっとこのプロジェクトについて特

に申し上げておきたいことがありますが、今、行政経営品質という言葉があります。この

概念の一つに、行政の品質は、提供者である行政が決めるものではなく住民が決めるもの

である。行政が自己満足した政策、施策を市民に押しつけるのは古いシステムで、この古

いシステムでは市民の行政満足度は高まらない。したがって、行政は、市民のニーズを把

握し、それを基準として施策を考え、提供する必要がある、そういうシステムを築く必要

があると、こう言ってますが、私も全くそのとおりだと思います。 

 これ、企業に例えれば非常にわかりやすいですね。企業は、ある商品を開発して、そし

てそれを市場に出します。企業が、幾ら自信を持って、いいと思っても、市場で消費者が

それを評価してくれないことには全くだめなもので、企業も倒産というような憂き目に遭
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う可能性もあるわけですね。ですから、いかに市民のニーズがどういうことであるかとい

う調査をしていくという、こういうことが非常に大事になってくると思いますね。 

 その点については、パブリックコメントを導入するとかいったようなことも考えておら

れるようですから、今後そういう方向でやっていくんだろうと思いますが、この点につい

て、特に大事なことなので指摘しておきたいと思います。 

 それから、このプロジェクトで果たして重大かつ困難な問題、例えば、私は最大の課題

と思ってるんですが、やはり地方が栄えるためには、まず雇用の創出というような問題が

非常に、私は最大の問題と思ってますが、こういった政策に対して、職員だけで組織した

プロジェクトで本当に対応できるんだろうか、職員の知恵で実現できるんだろうかと、こ

ういうことは非常に危惧しております。 

 それで、昨年の６月でしたでしょうか、私、シンクタンクの創設を早急に立ち上げるべ

きではないかと、こう提案しまして、松浦市長も、そのときは全く同感だと、こういう御

答弁をいただきましたが、しかしいまだにその姿は全く見えてこないわけですね。この創

設は一体どうなったのかということなんです。後でお答えいただきたいと思いますが、私

はやはりこれから政策を考えていく場合に、もう職員だけではなくて、市民の知恵、議会

の知恵、それから政策プロの知恵、こういったものをミックスした上でやっていかないと、

とても大きな課題の解決には至らないんじゃないかと、こう思ってます。おざなりな策と

いうものしか出てこないんじゃないかと思います。その点について御答弁お願いします。 

○議長（久保 玄爾君） 助役。 

○助役（嘉村 悦男君） 御指摘いただいたいわゆる市民ニーズ等々でございますけれど

も、今回の後期基本計画を作成するに当たりまして、逐一議会のまちづくり委員会の方に

も御報告申し上げましたが、市民ニーズにつきましては、御報告しましたように、２９の

項目について、その満足度あるいは重要度等々について分析等もさせていただいて、御報

告等もさせていただいたわけでございます。 

 これは市の施策でございますが、今後、今度は事務事業評価という方向に移ってきます

ので、これは御指摘のように、事務事業評価について、この事務について満足度はどうな

のかといったことについては、これからの研究課題、本年度の実施計画をするための研究

課題とさせていただきたいと思います。 

 それから、プロジェクトチーム云々でございますけれども、やはりこういう事業、施策

の優先度の分析とか、今回の後期基本計画に当たりましては、かなり若い職員も補佐も入

れまして、企画が主に調整をしたと、つくったんじゃなくて調整をさせていただきました

けれども、かなり企画がそのプロジェクトチームの役割を果たしてくれたのではないかな
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というふうに思っております。シンクタンクの役割を果たしてくれたのではないかなと思

っておりますし、先ほど市長が申しましたように、最近は、いわゆる政策課題提案とか、

あるいは事務改善提案とか、かなりの提案を職員から受けております。また、彼らはそれ

でまた横断的な、部を超えた研究プロジェクトをつくって、課題政策提案等もしておりま

すので、そのあたりで昨年の御指摘等々については、それなりに部内の努力はしてきたと

いったところでございます。 

 それから、昨年、御指摘ありましたように、賢人会議とか云々というのはありましたけ

れども、そこまでのところについては、まだ実施等は考えておりません。 

 以上であります。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 今、今津議員、お話がありましたシンクタンクの件、確かに昨

年６月に、非常に私も考えていたようなお話内容でございました。 

 あれから、御承知のような１年間を過ごしてきたわけでございまして、ついこの間、実

は部内で、こういう形はとれないだろうかという投げかけを実はしております。その折に、

どの課長の話だったか部長の話だったかわかりませんが、いわゆる側近行政、側近政治と

いうような形になってはいけないので、その辺を公の機関として、シンクタンクなる、仮

称でございますが、そんなようなものが用意できるのかどうか、市長の私的相談機関とし

てなら可能なのかとか、いやそれだったらこういう弊害があるとかというような、ある程

度突っ込んだ議論も実はしておるところでありまして、私も、個々のプロジェクトだけで

はなくて、横断的に、総合的にいろんな事柄を話し合えていける組織というものが１つは

欲しいなと実のところ思っているところでございまして、時間もとれてまいりましたので、

しっかり研究させてやっていただきたいと思っております。 

○議長（久保 玄爾君） １８番。 

○１８番（今津 誠一君） この項につきましては、指摘した点を考慮していただきなが

ら、前に進めていただきたいと思います。 

○議長（久保 玄爾君） それでは、次は教育改革について、教育長。 

〔教育長 岡田 利雄君 登壇〕 

○教育長（岡田 利雄君） まず、ゆとり教育を見直し、児童の生活を改善し、読み・書

き・計算の反復学習を取り入れるべきという御質問にお答えいたします。 

 議員が例として挙げられた陰山英男教授の実践については、防府市教育委員会でも研究

しておりまして、そのすぐれた点についても理解しております。また、市内の各小学校で

も、各校の児童の実情を把握した上で、読み・書き・計算のドリル学習を取り入れた実践
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をしております。 

 各学校の教育課程は、学習指導要領の指導内容を実現すべく、児童・生徒の実態を踏ま

えて、学校長が編成するものとされておりますが、防府市教育委員会といたしましても、

その学校の児童・生徒の実態にふさわしい教育課程を学校が独自に創意工夫していくこと

が重要であると考えております。 

 山陽小野田市内の全小学校での同一方法による実践は、全国でも初めての実験的な取り

組みであります。今後は、その成果の検証を注視しながら、本市教育の参考としていきた

いと考えております。 

 次に、「生活改善・学力向上プロジェクト」の立ち上げについてお答えいたします。 

 指導方法のさらなる工夫改善のためには、外部の方々の意見を参考にしていくことが効

果的であることから、現在、各学校では、保護者や校区の教育関係者等の方々、学校評議

員の方々の学校評価並びに授業評価をもとに取り組んでいるところでございます。 

 特に、基礎学力の向上のためには、各学校の課題に応じた取り組みが重要であることを

踏まえ、各学校単位での学校評価、授業評価を参考とした指導方法の工夫改善がより一層

推進されるよう指導してまいります。 

 さらに、本市教育委員会といたしましては、議員御提案の生活改善・学力向上プロジェ

クトは、基礎学力向上の取り組みとして有意義と考えられますので、今後、研究してまい

りたいと考えております。 

○議長（久保 玄爾君） １８番。 

○１８番（今津 誠一君） それでは、教育長、まず基本的な御認識についてお尋ねする

んですが、教育長は、学力低下をもたらしたゆとり教育、これが間違っていたという御指

摘がありますが、このことについてどのように認識されておるのか、お尋ねいたします。 

○議長（久保 玄爾君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） 学力の低下の問題につきましての御質問でございますが、過

去、学習指導要領が大体１０年に１回ぐらい改訂されてきたわけでございますが、昭和

５２年に、今、御指摘のありますようなゆとりと充実という方向でもっての大きな教育課

程の方向性が示されまして、実際の教育が展開されました。 

 昭和２６年ごろに１回目の改訂がありまして、それまでに３回ほどあるのですが、これ

までは、学力の重視、学力を身につけることについて非常にエネルギーを使って教育を展

開してきた。その反省として、もう少し学校生活にゆとりを持った中での、個々の個性を

生かしていく方向でという大きな流れがありました。 

 この辺で、いろんな見方によりますけども、ある意味では、これまで本当に学力オンリ
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ーであったものが、それも重視しますけども、それ以上に個性の尊重とか、あるいはゆと

りの中での学力を身につけていく等々の動きの中で、やや戸惑いがあったんじゃないかな

と思っています。 

 ただ、今日、現時点で本市の児童・生徒の学力の中で問題がないというわけではござい

ませんが、ちょっと前に、山口県教育委員会から昨年度の学力調査の結果が発表されまし

て、県のレベル、これに対しまして市のレベルがどうであるかということを分析している

わけでございますが、おおむね良好、あるいは良好という段階になっておりまして、おお

むね良好でないとは言えないというのはわずかでございます。 

 ただ問題は、市内の２８校ありますけども、全般としては申し分ないんですが、特定の

学校の中にそういった課題を持っている学校がありますし、あるいは同じ学校の中でも教

科によって課題を持っているところがございます。ですが、大筋としましては、本市の実

態は、おおむね良好あるいは良好という県のレベルでの分析結果に符合しているような感

じがします。 

 ただ、今後課題になってくるのは、基礎学力の問題につきまして、反復訓練の重要性、

これはわかり切っているんですが、授業の時数の関係とか、あるいはいろんな諸般の事情

の中でなかなか十分にできない問題がありますので、この辺はやはり陰山教授が実践され

ました反復訓練の重要性、特に時間を限った中で集中的に学んでいくという、ある意味で

は大変厳しいんですけども、基礎基本に関するものにつきましては、そういう訓練をして

いくということも大事じゃないかなと思っています。 

○議長（久保 玄爾君） １８番。 

○１８番（今津 誠一君） 私がこれを尋ねたのは、このことを十分認識することが、こ

れからの改革のスタートになると思ったからお尋ねしたわけですが、それについて、何か

聞いておると、その核心部分が非常にはっきりしませんよね。学力低下をもたらしたゆと

り教育が間違っていたという指摘に対して、教育長はどのように評価されておるんですか

と、こういうお尋ねをしたんですよ。その辺、もう少し簡単に、わかりやすく言ってもら

えませんか。 

○議長（久保 玄爾君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） お答え申し上げます。 

 先ほどから御指摘ありますように、基礎基本にかかわること、すなわち読み・書き・計

算と、こういった基礎的なレベルでの学習につきましては、確かに不十分さがございます。 

 ですが、今日の学力のとらえ方は、そういった基礎基本にかかわる知識あるいは技能と

いうものを身につけるということをベースに置きながら、それを活用する能力とか、学ぶ
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ことへの意欲、あるいは関心、自分で考える力、あるいは判断する力、表現する力、ある

いは課題を発見してそれを克服していく力等というものを求めてるわけですけども、この

面に関しましては、このゆとり教育の中でかなりの力をつけてきていると思います。基礎

基本にかかわるところについて、御指摘の問題があることは、そのとおりだと思っていま

す。 

○議長（久保 玄爾君） １８番。 

○１８番（今津 誠一君） 教育長、別に文部省の職員じゃないんですから、もう少しは

っきり言われたらどうかと思って聞いておりました。 

 土堂小学校とか、あるいは山口小学校で成果を上げたこの教育実践で、この学力向上プ

ロジェクトの立ち上げ、これはこれから検討していくと、こういうお答えでございました

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 山陽小野田市の市長、教育長は、やはりゆとり教育の間違いを認識して、そして非常に

感心したんですが、教育に熱い思いを持って取り組んでおられますね。そういうことで、

山陽小野田市の子どもたちを何とか明るい元気な子にしようと、こういう思いの中でこれ

に取り組んでおられるわけです。 

 だから、そういったことで、防府市の子どもを元気な子にするということで、ぜひ検討

していただきたいと。また、このことについては、折々話し合いもしていきながら、私も

見守っていきたいと思います。 

 それと、教育長、一応研究はしてると言われましたが、提案なんですけど、一度、どう

でしょうか、さっき紹介しました朝来町の山口小学校、あるいは尾道の土堂小学校、ここ

に視察に行って、勉強していただきたいと思うんですね。本やら何やらで読むんじゃなく

て、やはりそこに行って、その子どもたちがどういう姿をして、どんな目の輝きを持って

いるかというようなことをぜひ体感してもらいたいと思うんですね。これが一番大事だと

思う。ぜひ早急に、私は視察に行って勉強してもらいたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（久保 玄爾君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） ありがたい御指摘でございますが、ぜひ実際に自分の目で見

て、あるいは肌で感じてくることの重要性も再認識させていただきます。 

 一つ議員さんに御理解いただきたいのは、先ほど申しましたように、教育課程が各学校

で作成する、特に学校長の責任のもとに作成していくというところが根幹にありますので、

教育委員会との絡みがございます。したがいまして、教育委員会が、これはすばらしいと

思いながらも、単独で、独断で、こうしますというわけにはいかない問題がありますので、

校長さん方との話もありましょうし、また生活面の絡みはＰＴＡの方との話も要るでしょ
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うし、地域の関係の方との話も要りましょう。 

 それから、もう一個、今、進めているのが、本市の子どもの学力というのが一体全体ど

うなってるのかという、種々さまざまやっていますので、先ほど申しましたように、昨年、

山口県がやりました学力調査、この全データが返ってきましたから、その中で防府市のと

ころを抜き出して、本当に何がよくて何が問題なのか、あるいは市の皆さん方の大変な温

かい御配慮をいただきまして、市の予算を使ってＣＲＴという観点別の学習状況評価をや

っております。これは、１６年と１７年、小・中ともやってきたわけですが、この２年間

の中でどういう傾向があるのか、県の調査とこのＣＲＴとの関係でどういう関係になって

いるのか、この学力の実態の把握を今、分析しながらやっておりますので、このことを進

めると同時に、陰山先生のこのメソッドのすばらしさも、書面あるいは映像を通して、で

きることならば実際の現実の場面を拝見できるとありがたいかなと思っております。 

 もうしばらく時間をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（久保 玄爾君） １８番。 

○１８番（今津 誠一君） ぜひよろしくお願いします。 

 それで、今、答弁の中でちょっと言われたところで気になったんですが、この学力の実

態を十分把握できてないと、こういうことでしたけれども、これはちょっとゆゆしき事態

じゃないでしょうかね。 

 やはり、今のこの防府市の子どもがどの程度の水準にあるのかということは、つぶさに

把握しておかなきゃならない問題だと思うんですが、それができてないということは、私

はちょっとこの防府市の教育界も問題があるんじゃないかというような感じを持ちました。

ぜひ、この辺改善して、きちんとやれるように体制を組んでやってもらいたいと思います。 

 それから、市長さんにお願いですが、山陽小野田市は、今、紹介しましたように、非常

にすばらしい取り組みをしております。これは、今、実験的な取り組みとしてやっておる

んですが、たまたまこういう山口県内で、近いところでそういうことをやっておりますの

で、ぜひ市長さんの立場からも、その取り組みの実態、それからその効果等について、こ

れから出るんでしょうが、よく情報をとりながら、参考にしていくようにお願いしたいと

思います。 

 市長さんは、選挙のときに、これから教育と文化とスポーツに力を入れていくと、それ

で毎年体育館を１個ずつつくると、こういうことを申されましたが、体育館をつくること

も大事ですが、こういった教育の中身を改めていくということはもっと大事ですので、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

 そして、今後、防府市に必要な人材を育てて、まちの発展に資するというような考えで、
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ぜひ取り組んでもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（久保 玄爾君） 教育長。 

○教育長（岡田 利雄君） 一つ御理解いただきたいのは、学力の実態を把握していない

という意味じゃなくて、全県的な中で、本市がどうなっているかというふうな情報が今ま

で余りなかったんですね。 

 というのは、さかのぼってみますと、学力テストという時代がありまして、その問題が

ありまして、しばらく全県的とか全国的なこういう検査、あるいは調査がなかったわけで

す。昨年初めて、久しぶりに県の方の学力調査が行われましたので、全県が見えてきます

から、その中で防府市はどうなのかというのが見えてくるので、そういった分析をさせて

いただきたいということ。 

 それから、生活環境についても、先ほど藤本議員さんの方から御質問ありましたけれど

も、これも全県的なまとめが出ましたので、この分析もやっています。そして、学力の実

態と生活の分析をしながら、次の対応を考えていきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○議長（久保 玄爾君） 以上で２番を終わります。 

 それでは、大きい３番目の「まち全体を花と緑の植物園」構想について、産業振興部長。 

○産業振興部長（桑原 正文君） 私からは、「まち全体を花と緑の植物園」構想につい

てお答え申し上げます。 

 近年、御指摘のとおり、花づくりや、いわゆるガーデニングに対する市民の関心は高く、

さらに団塊の世代の大量退職に伴うＵＪＩターンにより、ミニ農園的なものに対する需要

が予測される中、まことに時宜を得た御提案と考えております。 

 そこで、市有地や休耕田を市民の協力のもとに活用し、花と緑のまちにしてはいかがか

という御質問でございますが、まず市有地につきましては、それぞれ使用目的を持って所

有していることから、そこに花を植栽することにつきましては、克服すべき課題があると

思われます。 

 次に、休耕田でございますが、休耕田といえども農地であり、本来的には農作物を生産

すべき土地でございます。したがいまして、第一義的には農地として活用し、農産物を生

産していただく、このことを土地所有者との協議の中で追求していく必要があると考えて

おります。 

 しかしながら、昨今のミニ農園等への需要を反映して、主として２つの例外が認められ

ております。１つは、市あるいは農協が特定農地の権利を取得し、農地を借り受ける「特

定農地貸し付け」の方法が１つあるわけです。いま一つは、農地だけでなく、あずまや、
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農機具倉庫等のレクリエーション施設も含めて整備が可能な市民農園整備の方法がござい

ます。 

 どちらの方法にいたしましても、場所の選定、所有者の同意、さらには予算の問題が生

じてまいります。市民との協働、ボランティア団体の活用とともに、今後の研究課題とし

てまいりたいと考えております。 

 そうした中で、農地の所有者自身が、農地を守りながら景観美化に寄与する制度として、

景観美化助成の制度がございます。これは、レンゲ、菜の花、コスモス等の景観形成に役

立つ作物を生産調整として作付されますと、その面積に応じて、防府・徳地地域水田農業

推進協議会が補助金を交付する制度でございます。補助金の額は、１０アール当たり

５，０００円、１ヘクタール以上の連担した農地になりますと、さらに１０アール当たり

５，０００円が加算されます。加えて、生産調整達成交付金が、１０アール当たり

２，０００円が交付されることになります。 

 平成１７年度の実績では、レンゲ、ヒマワリ、コスモスの３品目について、２８０戸の

農家が制度を活用し、作付面積は５５ヘクタール、補助金の額は、景観助成のみですが

２３８万円余りとなっています。市といたしましては、農協等とも協力し、この制度の一

層の活用により、四季折々の花による景観形成に寄与してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（久保 玄爾君） １８番。 

○１８番（今津 誠一君） ただいま桑原部長から、この構想について一応の評価をいた

だきまして、まことにありがとうございました。 

 これも触れられましたが、さきの市長の所信表明におきましても、市長は３期目の市政

運営の目玉として、市民の参画と協働によるまちづくり、これを申されましたが、この構

想は、この柱は、市民がボランティアで花と緑を植栽し、管理をしていくということです

ので、まさにこの市長の考えに沿ったものであると思いますので、よろしく御理解をお願

いしたいと思います。 

 そこで、問題点として部長から指摘がありましたが、まず休耕田を活用する場合、やは

り土地の貸借に関する諸問題というものがあると思います。これらをクリアしながら拡大

していくということになるわけですが、それほど神経質に考えることもないと思います。 

 例えば、３月議会で安藤議員が菜の花プロジェクトという提案をされて、菜の花を各地

に植えていくと。私もこれ、非常に昔から考えておったことで、安藤さんと後から話して、

これいい考えですねと、私も一緒に協力してやりますからやりましょうということで、早

速土地を探したんですね。そしたら、西浦の秋穂大橋の近くに、約１ヘクタールの土地が
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見つかりまして、来年の春には、あそこに立派な菜の花が咲く予定ですので、どうぞ請う

御期待としていただきたいと思います。 

 それと、補助金の話も部長からありました。景観美化助成ということで、コスモス、ヒ

マワリ、レンゲ、ソバ、ヘアリーベッチ、菜の花、チューリップ、こういったものに対し

て１反当たり５，０００円の補助も出るということで、非常に借りやすいということにも

なると思いますし、それから、今、やはり後継者がいないものですから、耕作の請負も比

較的条件がよくなっているんですね。昔は、１反土地を借りて米をつくれば、１反当たり

１俵の米を地主さんに差し上げるということだった。ところが、そのうち１反につき半俵

になって、今は１反につきゼロになって、逆に地主さんから菓子箱をもらうというような、

そういう状況になっておりますので、非常に対象の休耕田も増えてきておるということだ

と思います。 

 それから、市有地の場合、これについては、私はもう少し柔軟に考えてもらったらいい

んじゃないかなと思うんです。例えば、私、先日、車でどこか適地はないかということで

市内を走りました。ここはいいなと思ったのが、国衙の浜ノ宮なんです。これは、国府中

学校の南西に、３ヘク以上あるんじゃないかと思います。この土地が、現在、草だけがぼ

うぼうと生えた状態で長い間放置されております。 

 なぜ、こういうことになっているのかといったら、将来ここに史跡公園をつくる計画が

あるんだと。じゃあ何年後にできるんですかと聞いたら、文化庁の補助金も最近少なくな

ったので、あと２０年ぐらいかかるんじゃないかと。２０年間このまま放置しておくなら、

その間コスモスでも咲かせて、市民の目を楽しませたらどうですかと申しましたら、それ

は目的外使用になるから難しいと、こういう答えで、私は思わず、あなたの頭は石ででき

てるんじゃないかと言いたくなったんですけども、公園ができるまでコスモスが生えてお

っても、決して目的を損ねることにはならないと思いますし、また、草ならよくてコスモ

スならだめと、これは一体どういう論理なのか、まさに役人発想、役人根性じゃないかと、

こんな気がいたしました。 

 それで、やはり職員というのは、全体の行政について、目を、気配りをするということ

で、あいている土地を市民のために有効に使うという、こういう視点が抜け落ちてるんじ

ゃないかと思います。 

 市長、これどうですかね。やはり職員に対して、もう少し柔軟に考えるよう指導しても

らいたいと思うんです。教育的指導をしてもらいたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 全く私も同感で、私も国衙跡地は何度も行っておりますし、つ
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いこの間も、草ぼうぼうでありましたので、少なくとも少しはきれいにするぐらいはして

くれよという指示も出したところでございます。 

 現実に、あの地には文化庁の長官にも、先般、寒い中でございましたが視察をしてもら

いましたし、その前には、文部科学省の副大臣が秘書官を連れて現地も見ていただいたり、

私として、かなりのアプローチを試みて、かなりのエネルギーをこの８年間に、国衙跡地

については具体的にいろんなことを言いながらやってきたわけなんですけども、現実、で

きたのは、溝の周りに手すりをつける、歩行者が万が一落ちたときには大けがをするぞと

いうことで、手すりをつけるのがようやく認められたぐらいのことで─道路の横にです

ね、あそこの中については、全く現状変更ということについて、国の文化庁、あるいは県

当局もかたくなな考えを持っておられるところであります。 

 議会からさらに強くいろいろ御意見をいただいたということで、また頑張ってみたいと、

このように思っております。よろしくお願いします。 

○議長（久保 玄爾君） １８番。 

○１８番（今津 誠一君） 余り時間がないのでちょっとあれですが、昔、臨時駐輪場を

つくったことがあるんです。このとき、私、やはり言ったんですよ、あの土地があいてい

るんだから、あれ使ったらどうですかと。だけど、これは別の目的で土地を持ってるから

だめだと。だめだったら、ちゃんと看板つけて、なぜだめかいうたら、市民がそれをやめ

るときに、これを残してくれと、こういう要望が必ずあるからつくらんというんですね。

そんなばかな話はないじゃないかと。じゃあ、ちゃんと看板でも出して、この本来の土地

の目的に供するときになったら、この駐輪場はのけますというような看板書いたらどうで

すかと。看板に書いて臨時駐輪場をつくったことがあります。それも参考にしてもらいた

い。 

 それと、福岡県の行橋市で、行橋花公園というのがあります。ここは、国有地を市が借

り上げて、市民有志と障害者が「花公園をつくろう実行委員会」というのを結成して、こ

こが植栽管理をしております。やはり、これは国有地を借りてやっているわけで、これは

できないことはないと思うんですね。ここは１万５，０００平米の敷地に、春はチューリ

ップが３万本、それから菜の花、秋はコスモスが咲いていると、こういう例があります。 

 ですから、文化庁によく説明していけば、十分理解してもらえるんだと、こう思います

ので、そういう熱意のある姿勢で上を説得してもらいたい、このように思います。 

 もう時間でございます。最後に市長にお願いがございますが、武者小路実篤の言葉に、

「天に星、地に花、人に愛」という言葉があります。防府の地に市民の手で花を咲かすこ

の構想を、愛を持って支援していただきたいということをお願いいたしまして、私の質問
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を終わります。 

○議長（久保 玄爾君） 以上で、１８番、今津議員の質問を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（久保 玄爾君） 次は、１０番、重川議員。 

〔１０番 重川 恭年君 登壇〕 

○１０番（重川 恭年君） それでは、本日最後の質問になりました。しばらくの間、御

辛抱願いたいと思います。 

 新人クラブの重川恭年でございます。通告に従って、大きく２点の御質問をいたしたい

と思います。執行部におかれましては、誠意ある御回答をよろしくお願いいたします。 

 まず、第１点目に、市内カネボウ跡地に進出計画のあります大型商業施設についてでご

ざいます。 

 現在、市の中心商店街と称される通りは、御多分に漏れずというか、御承知のように、

非常に疲弊しております。この原因は、社会情勢の変化、とりわけ車社会の進展等が言わ

れておりますが、そのような状況下にあって、大型店、いわゆる郊外型大規模商業施設の

影響が大きく響いているとも言われております。このことは、何も防府市に限ったことで

はなく、北は北海道から南は鹿児島、沖縄に至るまで、全国共通の課題であります。 

 そのような中にあって、防府市では、今、第三次総合計画を策定し、着々とまちづくり

を進めておられるわけでありまして、去る４月には、後期５カ年の基本計画が示されまし

た。その数値目標の中には、今後検討すべきというか、実行していかなければならない

数々のことが盛り込まれております。 

 例を挙げると、商店街の市内吸引率を今後５年間で４０％から５０％に引き上げる、販

売額を１０年間で１９０億円から２２４億円とする、中心市街地の通行者数を１日当たり

１万５，０００人から１万７，０００人にする、これは５年間でございますが、そして防

府市中心市街地活性化基本計画─これは平成１１年度策定でございますけれども、を踏

まえ、中心市街地において、大型店と小売商店街との共生を図るということが書かれてお

ります。 

 そこで、お尋ねでございますが、不幸にして現在再生中のカネボウでありますが、防府

工場の敷地が幾つかに分割され、それぞれ特徴のある会社により買収され、また操業され

ておるわけでございますが、このことはまことにうれしいことと言わざるを得ませんが、

その残地であったところのことでございます。いわゆるＢ地区と称される用地でございま

す。当該用地のことは、新聞等報道で見聞いたしましたが、取得面積約９万平米、取得先

はイオン系のロック開発株式会社となっております。 
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 そして、その取得後が問題でございまして、ロック開発では、当該用地に延べ床面積

４万平米、駐車約３，０００台のロックシティー防府、いわゆる郊外型の大規模商業施設、

通称大型店の建設があるということでございます。 

 これは、県下でも最大級の大型商業施設と言われております。現在、駅南に位置する防

府サティの店舗面積が２万５，３００平米。それから、北のイズミ防府店、これが１万

５，５００平米と言われておりますから、両者を合わせた規模でございます。ここに来て、

また４万平米のでかい大型商業施設の進出計画であるわけでございます。 

 国は、今まで大型商業施設に対する規制緩和策を次々と行ってきておりました。それを

申し上げますと、１９７４年といいますから昭和４８年、約３２年前にさかのぼるわけで

ございますが、大規模小売店舗法、いわゆる大店法施行で１，５００平米以上を規制した

ことに始まっております。 

 その後、だんだん規制が強化されてきて、日米構造協議や米国の小売業界、トイザらス

の日本進出、そして規制緩和推進計画の閣議決定などを受け、１９９８年には、ついに中

心市街地活性化法や改正都市計画法が施行され、２０００年には大店法が廃止され、そし

て今度はそれが大店立地法に変わり施行されてきております。 

 ところが、現状のまま、今の状態を放置すれば、日本の社会、とりわけ商店街と名のつ

く中心市街地は皆無となってしまう、また衰退は火を見るよりも明らかであるとの認識か

らか、今回の国会でまちづくり三法の改正がなされたわけであると認識いたしております。 

 その改正の主な点は、中心市街地の活性化とコンパクトシティー実現のため、１万平米

超のスーパーや大型商業施設の郊外への出店が原則認められなくなる。それは、市町村が

指定する用途地域のうち、今まで規制されていた住居専用地域などに加え、第２種住居地

域や準住居地域、そして工業地域が規制されるわけでありまして、要は市街地中心部に位

置する商業と近隣商業地域等に大型店は出店できないと、こういうことでございますが、

残念なのは、国会でのまちづくり三法改正の折に検討されたと言われております準工業地

帯、準工業地域が規制対象から外れていることであります。 

 これは、私見ではございますけれども、やはり準工業地帯には、大型商業施設が張りつ

くことはふさわしいことではないのではないかという思いがいたしております。準工業地

域にふさわしい企業なり産業が進出することがよいのではないかという思いがいたしてお

ります。 

 そこで、市の執行部当局におかれましては、当該用地に対する企業間の売買に関して、

どのような関与というか仲介というか、それがされたのか、それまでのことはなくても、

どの程度情報をキャッチしておられたのか。そして、私企業の用地ではあるが、防府市と
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して企業誘致に関与し、努力されたのか。今回、最終的にロック開発がＢ地区の取得をし

たわけですが、それに至るまでの経緯をお知らせ願いたいと存じます。 

 次に、今まで中心市街地の都市基盤の整備に約５００億円規模になると言われておりま

す投資が行われ、徐々にではありますけれども、防府市におけるコンパクトシティー化に

順応できる体制に移りつつあるわけでございます。 

 そして、今まさに完成し、グランドオープンも間近に控えた再開発ビル、ルルサスであ

りますが、これに投入した市の初期投資額、これは税金であると理解していいと思います

けれども、３４億５，０００万円。そして、今後毎年支出が必要となる維持管理費、いわ

ゆるランニングコストでございますけれども、市の職員の人件費を除いて、毎年３億近く

かかると言われております。 

 一般消費者としては、安くてよい品、雨天時にも雨に濡れず楽しく買い物ができれば、

それはよいことだと思いますし、そのような大型店ができれば、そのところに流れるでし

ょうが、問題なのは、高齢者や交通弱者、そして中心市街地まちづくり等に投入してきた

多額の税金もあるわけでございます。この街なかに集中してきた中心市街地のまちづくり

との整合性が、郊外型大規模商業施設の進出で破壊されるのではないかと懸念いたしてお

りますが、当局の所見をお尋ねいたします。 

 それから次に、大きい２番目の質問でございますが、古墳の保存についてでございます。 

 市内には、県下でもまれに見る古墳が点在しております。その数８０数カ所とも言われ

ておりますけれども、大きいものとしては大日古墳や岩畠古墳、そして街なかにあります

車塚古墳、そして鋳物師古墳、こういうものなのでありますが、これらの保存管理を十分

に行い、子どもたちや大人、一般市民が目にする機会を与え、生きた教育教材、生涯学習

教材としてもらいたいと思うものでございます。そして、ふるさと防府を見つめなおす郷

土学習の一環に活用してもらいたいと思っております。 

 私は、６月初旬の日曜日、私がかつて学んだ玉祖小学校裏の通称二六台に登りました。

そして、子どものころ遊んだ向山古墳群を見にいったわけでございますけれども、古墳入

り口の看板もなく、登山道から１０数メートルわき道を入るわけですが、人の背丈以上の

高さの雑草が生い茂り、行く手をふさいでおりました。 

 地区の奇特な方のお骨折りで刈り払われましたが、この向山古墳群における３号墳は、

古代古墳時代後期のものであり、防府市の史跡に指定されております。直径１７メートル、

高さ３．５メートルの円墳で、主体部は前室を持つ横穴式石室であり、昭和３０年代に多

くの須恵器や装身具などを出土しております。それは、器台とか、高坏、長頸つぼなどの

須恵器と、金環、銀環の耳飾り、そして勾玉、鉄製の馬具、こういうものなどでございま
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す。現在、国衙発掘事務所に保管されておるというふうに聞いております。 

 この３号墳は、まれに見る、盗掘されずに貴重な品々がごく最近、いわゆる昭和３０年

代に出土し、注目に値すると言われておりますが、前述のとおりで、一般市民が目にする

ことはありません。 

 そのほか、大日古墳や岩畠古墳も見ごたえのあるものでありますし、街なかに存在する

車塚古墳や鋳物師古墳も、天下に誇れる地方有力者の墓として、その歴史的価値は大きい

と言われておりますが、子どもたちはもとより、一般市民の目にも余り触れられておらな

いのではないかと思います。 

 ぜひ市民が気安く行って見られるように管理・保存対策を講ずるべきであると思います

が、いかがでしょうか。また、現状の対策はどうなっておるのか、お聞かせ願いたいと思

います。 

 以上で、私の壇上からの質問を終わります。 

○議長（久保 玄爾君） １０番、重川議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君） 私からは、大型商業施設の進出と、中心市街地づくりの整合性

についての御質問にお答えいたします。 

 まず、カネボウ防府工場跡地の用地を取得された経緯についてでございますが、この用

地の売買につきましては、カネボウ再生の支援を行っておりました株式会社産業再生機構

の主導で行われたものでございまして、これらに関する情報は、決定した後、開示されて

まいりました。 

 昨年７月に土地の入札要綱が不動産業者等に配布されましたが、その中で、Ａ、Ｂ、Ｃ

に分けて売買することや、入札の期限などのスケジュール、入札条件などが示されており

ました。その後、スケジュールに従って売買の交渉が行われた模様でございますが、その

間の経緯、相手企業等の発表はなく、結果としてロック開発株式会社が買収されたわけで

ございます。 

 この土地につきましては、産業再生機構によるカネボウ再生のための営業譲渡等が行わ

れた過程で、結果として土地のみで売却されることとなったものであり、市はこの土地に

対する企業誘致活動は一切行っておりません。 

 次に、２点目の郊外の大規模商業施設と中心市街地のまちづくりの整合性についての御

質問にお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、本市は防府駅周辺の都市基盤整備を最重要課題として取り組んで

まいりまして、連続立体交差事業以来、再開発事業ルルサス防府の完成により、駅周辺の
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景観は見違えるように一新され、県央部の中核都市の顔としてふさわしいものになってま

いりました。 

 そして、ルルサス防府につきましては、中心市街地活性化の核として期待も大きかった

ことから、市立防府図書館の移設や地域協働支援センターの整備、街なか居住の推進など、

市といたしまして可能な限り、にぎわいの創出に最大限の配慮をし、全力で取り組んでき

たところであります。このことは、これらの施設を内蔵するルルサス防府が、中心市街地

のにぎわい再生のため、大きな役割を果たしてくれることを期待すればこそのことでござ

います。 

 こうした状況の中、カネボウ跡地にロック開発株式会社が出店を予定されておりますが、

本年２月２８日、会社の方とカネボウの不動産担当部長が本市にお見えになった際、私の

方から、本市が中心市街地の活性化を最重要課題として、都市基盤整備に長い年月をかけ

て取り組んできたことや、街なかのにぎわい創出の核として再開発事業に取り組んでいる

ことなどについて詳しくお話をいたしまして、お話のような大規模開発は、私個人として

は反対であり、まことに遺憾である旨、直接お伝えしているところであります。 

 本市の商業環境を見ますと、山口県が実施した買い物動向調査による本市の購買力は、

平成３年調査以降、市外への流出増加の傾向が見られ、特に旧山口市への流出は、買い物

動向調査のすべての品目で増加しており、各品目の流出率の平均は、平成３年２．４％に

対しまして、平成１４年には６．４％と、３倍近くに増加しております。 

 また、１万平方メートル以上の大型店の出店状況を見ますと、旧山口市は５店舗で、床

総面積は７万２，８７７平方メートルに対し、防府市は２店舗で、床面積は４万８２１平

方メートルとなっております。以上のことから、防府市内の消費が他市の大型店に流出し

ていることも考えられ、市外に向かっている消費を市内に呼び戻すことも大切なことでは

ないかと思っております。 

 現実に、カネボウ跡地に大型商業施設が出店された場合には、中心市街地の商店街やサ

ティ等大型店との間に厳しい競争が起こることが予測され、この大型店の出店は、消費と

にぎわいが分散されるという懸念もありまして、私として胸の痛む思いでございますが、

一方、消費者にとっては、商業施設の選択肢が増え、利便性が高まり、同時に、市外から

の買い物客の増加や、さらには新たな雇用が創出されるという側面もございまして、私と

しては、まことに複雑な思いでございます。 

 本市の活性化に向けて、今後も引き続き努力してまいりたいと考えておりますので、市

民の皆様方の御協力とお力添えをお願い申し上げる次第でございます。 

 残余の御質問につきましては、教育次長より答弁いたさせます。 
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○議長（久保 玄爾君） １０番。 

○１０番（重川 恭年君） それでは、今、経緯についての御回答をいただきました。あ

りがとうございました。 

 ただ、私の気持ちでございますが、これはもう結果論ですから、ここについては御回答

は要りませんけれども、民対民の売買ということで、これは言ってしまえばそういうこと

でしょうけれども、市内に広大な遊休地が出現した、そしてそれが売却対象である、準工

業地帯であるということであったので、市の行政の一環として、当然企業誘致というもの

も含まれておるわけです。そういうのが民と行政あるいは産業再生機構と市の間で、準工

の利用あるいは広大な遊休用地、この辺の話ができなかったんかなということが悔やまれ

て仕方がないわけでございます。 

 その経緯は経緯として、ちょっと１点お尋ねいたします。改正後のまちづくり三法の

１つに、中心市街地活性化法で、都市機能を街なかに集中させ、中心市街地活性化のため

コンパクトシティーを目指し─内閣総理大臣の認定を受けたら多くの優遇措置が盛り込

まれている措置があるわけですが、その内閣総理大臣の認定を受ける、いわゆる中心市街

地活性化基本計画を立てる計画、これがないのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） いわゆる新法に基づく中心市街地活性化基本計画の認定、これ

を受けるためには、市内にございますすべての準工業地域を特別用途地区にというふうに

規制をかけるということが、これが絶対条件になっているわけなんです。この規制をかけ

るということは、地価に影響を与える、あるいは私的財産権に侵害していくということに

もつながるわけで、地権者の多くの方々の了解をとるということが絶対に必要なことにな

ってまいるわけであります。 

 また、この特別用途地域の指定を準工業地帯に、防府市が他市に先駆けて規制をかける

という行為を行ったと仮定いたしますと、大規模集客施設が防府市を避けて、他市の方へ

つくっていくということにもなりかねないというふうに考えておりまして、慎重な判断あ

るいは対応をしていかなければならないことではないかと、こんなふうに思っておるんで

す。 

 現在の基本計画は、実は御存じのとおり平成１２年に、ついこの間です、平成１２年に

１０年間の事業計画を立てて、中心市街地の活性化に向けて、その立てたときも莫大なエ

ネルギーを使って立てたわけでありますし、その後も粛々と推進してきているわけであり

ますので、新中活法が、この９月ごろ基本方針が閣議決定される予定のようでございます

ので、その状況を見きわめた上で対応していかなくてはならないかなと、そんなふうに感
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じているところであります。 

○議長（久保 玄爾君） １０番。 

○１０番（重川 恭年君） 私が言いました中心市街地活性化基本計画は、要は特別用途

地域の指定と一体になってると。ですから、今の部分だけじゃあかけられませんよと。で

すから、準工業地域を全部指定しなければいけないと。それは、今申し述べられました私

的財産権あるいはいろんな今述べられました問題を含んでるので、すぐすぐというわけに

はいかないと、こういう理解でよろしゅうございますか。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） それともう一つ、本市だけが先行してそういう形で入り込んで

いきますと、大型施設が本市を避けて、もっと周辺の、より遠隔のところに立地されてい

くというおそれもあるわけなので、全国でいろんな例があるようでございますけども、広

域で事を考えていくといいますか、県でも今それの指針を出すべくいろいろ協議に入って

おられるやに聞いておりますので、そういうふうな広域な対応がとれていくことなども、

どういうふうな状態になっていくのかわかりません。そこら辺もよく見きわめながらして

いかなきゃいけないことではないかと。主に２点のクリアしなければならない大きな課題

があると、こういうことでございます。 

○議長（久保 玄爾君） １０番。 

○１０番（重川 恭年君） その計画の件につきましては了解いたしました。 

 それから、次に質問したいと思うんですが、今市長のおっしゃった小売商業者の立場と、

それから、いわゆる大資本というか、大型店の立場、経営戦略というか、それと一般市民

というか、消費者の立場の違いというものは常にあるわけでございまして、一応理解して

いるつもりでございます。 

 現在、郊外大型店の進出はよしとしないということで、国はまちづくり三法の見直しを

行ったのではないかというふうに私なりに解釈しておるわけでございますが、全国各地で、

現行改正前の法適用も行って、郊外進出をくい止めようとしているところもあるわけでご

ざいますが、防府市ではそれが可能かどうか、お尋ねしたいと思いますが。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） 防府市では、御存じのとおり区域区分を設定しておりますので、

現行法に適合する限りにおいて、進出を食いとめることは困難であると、このように基本

的に思っております。 

 ただ、法的拘束力はございませんが、独自の条例を制定して出店を規制しているところ

も全国であるようでございますが、このことにつきましては、先ほど申し上げましたよう
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に、広域的な観点が極めて大切でございまして、現在、山口県で検討委員会を立ち上げて、

大型店の立地に関するガイドラインなるものの策定に向けて検討中ということでございま

すので、その動向を見きわめていきたいと、このように考えております。 

○議長（久保 玄爾君） １０番。 

○１０番（重川 恭年君） それじゃあ、現行法ではいろんな無理があるということで理

解いたしました。 

 それでは、仮に現行法あるいは改正法で規制できないということになった場合、出店す

る大型店に対して、環境の保全と地域への貢献活動、これにはいろんなやり方というか、

手法というか、これがあると思うんですが、そういうものを課すると、こういうことは考

えられないのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（久保 玄爾君） 市長。 

○市長（松浦 正人君） その大型小売店の地域貢献などの社会的責任を、特定の事業者

に地域への貢献を具体的に求めるという現行法令はないと、このように思います。 

 御質問の趣旨は、郊外出店に規制をかけることができないにしても、それにかわる考え

方として、地域への貢献を何とか頼んでいくことはできないかというような御趣旨ではな

いかと思うわけでございますが、本市では、いろいろな企業さんに対して、フリーマーケ

ットやまちの活性化等に対する、いわゆる愛情防府運動のような活動事例もありますし、

地域貢献活動というものはそれぞれ行ってもいただいておるんじゃないかと、こんなふう

に感じているわけでございます。 

 大規模小売店舗に対する、環境保全などを含めた地域への貢献活動を課することにつき

ましては、私の頭の中では、ちょっと具体的な小さいことはわからない面もありますが、

担当の方に何か考えがあるかどうかわかりませんが、今後の検討の中に入れさせていただ

きたいなと思っております。 

 もちろん、交通の規制とか、交通量の動向のこととか、あるいは騒音とかいろんなこと

については、十分管理するようにということは申してはございますけども、その程度のこ

とでございます。 

○議長（久保 玄爾君） 産業振興部長。 

○産業振興部長（桑原 正文君） 今、地域貢献についてという御質問の中で、市長答弁

いたしましたけども、とりわけ今、環境問題等につきまして、各地でいわゆる大店舗が進

出するとかというときに取り組みがなされております。 

 例えば、北海道の、これは道を挙げてのガイドラインでございますけども、地域との連

携というのはもちろんのことですけども、環境とか防災とか等々含めましてのガイドライ
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ンを北海道庁が設定しております。そういった中での事例もございますので、今後、いろ

いろ研究、参考にしながら、当市として対応すべき点があるとするならば、その辺は研究

させていただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（久保 玄爾君） １０番。 

○１０番（重川 恭年君） 今、私も新聞の記事、切り抜きなんかを持っておるわけです

が、いろんなところで、これは福島から鳥取、北海道、福岡、熊本、いろんなところでい

ろんな規制や社会貢献活動、こういうものがなされてるよということが記事に載っており

ます。そういうことで、先ほどから検討、調査するということでございますんで、各地の

例もいろいろ調べて、検討もしていきたいと思います。 

 それでは、最後に、これは要望になると思います。 

 先ほどから市長がおっしゃったように、防府市内に進出できなかったら、そしたら隣の

周南市あるいは山口市、そういうところに行くよとなったときに、防府市民の、あるいは

消費者の心理として、どう行動するかということもございます。 

 いずれにしても、この問題は難しい問題であると思います。 

 国も今まで一貫して、右肩上がりの経済を前提に都市の郊外化というか、市外化という

か、これを進めてきておったと思います。今、初めて、少子・高齢化あるいは昨年からの

人口減少、そして私が壇上で申し上げました財政投資の効率化、促進化、土地利用と基盤

施設整備の効率化、こういうことによって、公共公益施設なども含めた都市機能を中心市

街地に誘導することを基本理念として明確に打ち出したのが今回の三法の改正であろうと

いうふうに思っております。 

 コンパクトシティー構想としてかじを切り始め、まちづくり三法の手直しを行ったと、

まずこれも手始めだというふうに私は理解しております。当市においても、この国の方針

に沿ってコンパクトで集約型都市、中心市街地活性化型地方都市となるよう、あらゆる施

策をとっていただきたい。 

 ただ、コンパクトシティーとして、防府市をコンパクトシティーと位置づけた場合、ま

た、その中心部が駅周辺ということになるわけですが、私のように市の周辺、過疎地に、

今、過疎地になってるんですが、そういうところから市の中心部だけに集中させてもらう

と、周辺部切り捨てにもつながりかねないんで、その辺も含めた街なか居住ということも

考えてほしいというふうに思っております。 

 生まれ育ったこのまちが、未来永劫というか、末代まで、いつまでも光輝いてほしいと

いうことを願って、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 
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○議長（久保 玄爾君） それでは、大きい１番は終わりまして、次は２番の古代遺跡の

保存について、教育次長。 

○教育次長（和田 康夫君） 古代遺跡の保存についての御質問にお答えいたします。 

 先ほど議員さん御指摘をいただきましたが、防府市内には、６世紀から７世紀にかけて

の約８０基の古墳が現存しておりますが、国や市の指定となっている重要な古墳につきま

しては、順次、案内板や説明板を設置してきたところでございます。 

 御質問の中の向山古墳につきましては、案内板や説明板が老朽化いたしましたので、現

在修理を行っておりまして、所有者の承諾もいただきましたので、８月中には設置を完了

する予定でございます。 

 次に、教育教材といたしましては、小・中学生を対象とした校外学習で古墳を見学した

り、出土品を教材とした出前授業を行ったりしているところでございます。 

 今後とも、郷土の歴史を語る重要な文化財として、文化財保護指導員による巡視を継続

するとともに、所有者の御理解、御協力も賜りながら、適正な管理・保存に努めてまいり

たいと存じます。 

○議長（久保 玄爾君） １０番。 

○１０番（重川 恭年君） 今、教育委員会の方から、適正な管理・保存に努めていくと

いう回答をいただきました。 

 私も壇上で申し上げましたが、行ってみたら状態が悪かったということで、早速文化財

保護課の方に、車塚古墳、それから鋳物師古墳、岩畠古墳、大日古墳、案内していただき

ました。非常に立派な古墳でございます。 

 ただ、これがもう少し管理が行き届いておれば、本当にいいなという感じがいたしまし

たので、ぜひ適正な管理・保存に意を尽くしていただきたいということを要望して、２点

目の質問を終わります。 

○議長（久保 玄爾君） 以上で、１０番議員の質問を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（久保 玄爾君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、これにて延会することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 玄爾君） 御異議ないものと認めます。よって、本日はこれにて延会する

ことに決しました。お疲れさまでした。 

午後 ４時４０分 延会 

───────────────────────────────────────── 
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